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│
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│
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夫

一
．
は
じ
め
に

国
際
不
正
取
引
に
関
し
て
は
、
近
年
マ
ネ
ー
・
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
、
外
国
公
務
員
等
へ
の
贈
賄
な
ど
国
際
金
融
・
商
取
引
に
お
け
る
不
祥

事
防
止
に
向
け
て
、
法
制
度
整
備
が
進
め
ら
れ
る
（
1
）

。
二
〇
一
一
年
七
月
一
日
英
国
賄
賂
防
止
法
（U

K
 B
ribery A

ct

）
が
施
行
さ
れ
、
法

人
の
罪
（C
orporate O

ff ence

）
と
し
て
企
業
が
賄
賂
防
止
を
図
ら
な
い
こ
と
自
体
を
犯
罪
化
す
る
等
、
米
国
海
外
汚
職
行
為
防
止
法

（F
oreign C

orrupt P
ractices A

ct F
C
P
A

）
に
比
し
広
範
な
規
定
と
な
り
、
域
外
適
用
も
議
論
さ
れ
る
。
国
際
的
企
業
に
お
い
て
、
グ

ロ
ー
バ
ル
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
と
内
部
統
制
等
の
考
察
が
重
要
と
な
る
。
本
稿
は
、
近
時
の
新
た
な
司
法
判
断
等
に
も
焦
点
を
当
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経
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究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
一
二
六
）

て
、
国
際
的
不
正
防
止
に
関
わ
る
法
制
度
の
展
開
と
影
響
に
つ
い
て
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
大
き
な
枠
組
み
の
中
で
考
察
を
試
み
た
い
。

二
．
外
国
公
務
員
贈
賄
防
止
法

外
国
公
務
員
等
へ
の
贈
賄
で
は
、
一
九
九
七
年
一
一
月
採
択
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
外
国
公
務
員
贈
賄
防
止
条
約
（O

E
C
D
 C
onvention on 

C
om
bating B

ribery of F
oreign P

ublic O
ffi  cials in International B

usiness T
ransactions

）、
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
採
択
の
国
連
腐
敗
防

止
条
約
（U

nited N
ations C

onvention against C
orruption

）
等
の
条
約
が
締
結
さ
れ
、
各
国
が
外
国
公
務
員
へ
の
贈
賄
の
禁
止
や
適
切
な

会
計
記
録
に
つ
い
て
の
立
法
化
、
国
際
協
力
す
る
こ
と
等
が
謳
わ
れ
て
い
る
。
米
州
機
構
、
欧
州
連
合
、
世
界
貿
易
機
関
等
に
お
い
て
も

取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
米
国
で
は
海
外
汚
職
行
為
防
止
法
（F

oreign C
orrupt P

ractices A
ct F
C
P
A

）（
一
九
七
七
年
施
行
）、
我
が

国
で
は
不
正
競
争
防
止
法
一
八
条
（
一
九
九
九
年
施
行
）、
英
国
で
は
英
国
贈
収
賄
防
止
法
二
〇
一
〇
（
二
〇
一
一
年
施
行
）、
中
国
で
は
刑

法
一
六
四
条
（
二
〇
一
一
年
施
行
）、
ブ
ラ
ジ
ル
、
イ
ン
ド
等
で
も
法
制
化
を
求
め
る
動
き
が
あ
る
。
執
行
状
況
を
み
る
と
、
外
国
公
務
員

等
へ
の
贈
賄
の
摘
発
は
米
国
が
最
も
多
く
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
で
は
罰
金
額
（
和
解
金
額
）
が
高
く
、
個
人
に
対
す
る
禁
錮
刑
も
厳
し
く
適
用
さ

れ
て
い
る
。
従
業
員
の
不
正
と
し
て
の
内
部
統
制
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
問
題
で
あ
る
と
共
に
、
経
営
者
不
正
と
し
て
ガ
バ
ナ
ン
ス
の

問
題
で
も
あ
る
。

三
．
米
国
海
外
汚
職
行
為
防
止
法

1
．
米
国
海
外
汚
職
行
為
防
止
法
の
概
要
と
潜
在
的
リ
ス
ク

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
お
い
て
は
米
国
人
や
米
国
証
券
監
視
委
員
会
（
Ｓ
Ｅ
Ｃ
）
登
録
企
業
等
が
取
引
の
獲
得
・
維
持
、
商
取
引
を
誘
導
す
る
目

六
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新
た
な
国
際
汚
職
行
為
防
止
法
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
一
二
七
）

的
で
外
国
公
務
員
（
政
党
等
も
含
む
）
等
に
不
正
な
支
払
い
（
賄
賂
行
為
）
を
行
っ
た
場
合
、
役
員
や
従
業
員
な
ど
個
人
が
罰
金
ま
た
は
懲

役
刑
も
し
く
は
両
刑
に
処
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
両
罰
規
定
で
な
く
直
接
規
定
と
し
て
法
人
に
も
巨
額
の
罰
金
が
科
せ
ら
れ
る
規
定
が
盛

り
込
ま
れ
る
。
近
年
の
改
正
に
よ
り
、
我
が
国
を
含
め
外
国
の
企
業
・
個
人
に
よ
る
米
国
内
の
贈
賄
行
為
に
も
同
法
が
適
用
さ
れ
、

二
〇
〇
〇
年
以
降
米
国
司
法
省
（
Ｄ
Ｏ
Ｊ
）
を
中
心
に
賄
賂
行
為
の
取
締
り
が
強
化
さ
れ
て
い
る
（
2
）

。
企
業
活
動
の
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
化
に

伴
い
海
外
市
場
の
取
引
機
会
は
拡
大
し
、
商
習
慣
と
誤
解
し
て
無
意
識
に
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
を
起
こ
す
リ
ス
ク
も
増
大
し
て
い
る
。

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
は
一
九
九
八
年
に
外
国
企
業
が
米
国
に
滞
在
中
に
行
っ
た
贈
賄
行
為
に
つ
い
て
も
新
た
に
対
象
に
加
え
る
な
ど
規
制
範
囲
の
拡

大
を
行
っ
て
お
り
（
3
）

、
米
国
企
業
や
個
人
が
外
国
の
公
務
員
や
政
府
関
係
者
に
対
し
て
行
う
贈
賄
行
為
を
取
り
締
ま
っ
て
い
る
が
、
規
制
を

受
け
る
可
能
性
の
あ
る
企
業
等
に
と
り
極
め
て
厳
し
い
と
考
え
ら
れ
る
二
つ
の
特
徴
が
存
在
す
る
。

イ　

対
象
範
囲
の
広
さ

米
国
法
に
よ
る
規
制
で
あ
れ
ば
米
国
に
本
拠
地
を
置
く
企
業
、
米
国
人
役
員
が
外
国
公
務
員
等
に
対
し
て
贈
賄
行
為
を
行
っ
た
場
合
に

対
象
と
な
る
と
考
え
が
ち
で
あ
る
が
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
で
は
市
場
で
の
繋
が
り
、
人
的
な
関
係
の
存
在
、
米
国
の
決
済
・
通
信
手
段
の
利
用
等

少
し
で
も
米
国
に
関
連
す
る
事
項
が
あ
れ
ば
幅
広
く
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
対
象
と
す
る
姿
勢
を
取
る
。
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
対
象
と
し
て
以
下
の
ケ
ー
ス

が
挙
げ
ら
れ
る
。
米
国
上
場
ま
た
は
Ａ
Ｄ
Ｒ
（A

m
erican D

epositary R
eceipt

米
国
預
託
証
券
）
を
発
行
す
る
企
業
、
米
国
人
従
業
員
の
贈

賄
行
為
の
関
与
、
日
本
人
従
業
員
が
米
国
出
張
中
に
贈
賄
に
関
し
て
送
っ
た
メ
ー
ル
、
贈
賄
支
払
い
に
米
国
の
銀
行
を
経
由
し
た
場
合
、

贈
賄
行
為
に
米
国
人
代
理
人
が
関
与
し
た
場
合
で
あ
る
。
我
が
国
企
業
で
米
国
上
場
ま
た
は
Ａ
Ｄ
Ｒ
発
行
企
業
数
は
合
計
二
百
数
十
社
に

上
り
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
適
用
に
際
し
て
は
米
国
企
業
と
同
一
視
さ
れ
る
。
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月
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（
一
一
二
八
）

ロ　

制
裁
措
置
の
厳
し
さ

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
違
反
す
る
と
罰
金
（
刑
事
）、
制
裁
金
（
民
事
）、
懲
役
（
自
然
人
の
み
）
と
い
う
制
裁
措
置
が
取
ら
れ
、
企
業
に
対
す
る
罰

金
等
は
高
額
な
も
の
と
な
り
、
個
人
に
対
す
る
厳
し
い
責
任
追
及
が
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
に
よ
る
Ｄ
Ｏ
Ｊ
摘
発
件
数
は
大
幅
に
増
加
し
つ
つ
あ
り
、
直
近
一
二
年
間
の
動
向
で
は
二
〇
〇
九
│
二
〇
一
一
年
の
摘

発
件
数
は
二
〇
〇
〇
│
二
〇
〇
二
年
の
摘
発
件
数
の
約
八
倍
と
な
っ
て
い
る
。
罰
金
等
の
総
額
が
一
億
ド
ル
を
超
え
る
事
例
も
八
件
あ
り
、

一
件
を
除
き
全
て
米
国
以
外
の
企
業
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

二
〇
一
〇
年
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
九
二
二
条
に
お
い
て
、
内
部
告
発
を
推
奨
す
る
措
置
が
定
め
ら
れ
、
既
に
運
用
が
な
さ
れ
て
い
る

が
、
多
額
の
報
奨
金
が
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
な
り
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
基
づ
く
摘
発
件
数
の
増
加
傾
向
に
拍
車
が
か
か
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。

ま
た
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
ガ
イ
ド
（A

 R
esource G

uide to U
.S
. F
oreign C

orrupt P
ractices A

ct

）
が
二
〇
一
二
年
一
一
月
一
四
日
Ｄ
Ｏ
Ｊ
刑
事
局

と
Ｓ
Ｅ
Ｃ
規
制
局
に
よ
り
発
出
さ
れ
た
（
4
）

。
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
関
す
る
有
益
な
情
報
を
企
業
や
個
人
へ
提
供
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
、
対
象
者
、

行
為
の
範
囲
、
制
裁
措
置
の
内
容
、
量
定
の
考
え
方
、
企
業
が
講
じ
る
べ
き
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
内
部
告
発
条
項
の
運

用
、
Ｄ
Ｏ
Ｊ
に
よ
る
照
会
回
答
の
手
続
等
を
解
説
し
て
い
る
。
ガ
イ
ド
は
拘
束
性
を
有
す
る
性
質
の
も
の
で
な
く
、
ガ
イ
ド
発
出
に
よ
り

Ｐ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
規
制
が
新
た
に
強
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
Ｄ
Ｏ
Ｊ
・
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
前
例
の
な
い
試
み
と
評
し
て
い
る
通
り
、
詳
細
な
情

報
が
盛
り
込
ま
れ
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
規
制
の
運
用
を
一
層
強
化
せ
ん
と
す
る
Ｄ
Ｏ
Ｊ
・
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
強
い
意
気
込
み
が
窺
え
る
。

2
．
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
会
計
処
理
条
項
と
賄
賂
禁
止
条
項

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
は
会
計
処
理
・
内
部
統
制
条
項
と
贈
賄
禁
止
条
項
か
ら
構
成
さ
れ
、
執
行
機
関
は
前
者
が
Ｓ
Ｅ
Ｃ
（
民
事
罰
）、
後
者
が
米
国

司
法
省
Ｄ
Ｏ
Ｊ
（
刑
事
罰
お
よ
び
民
事
罰
）
と
な
っ
て
い
る
。

六
一
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新
た
な
国
際
汚
職
行
為
防
止
法
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
一
二
九
）

イ　

会
計
処
理
条
項
（T

he Book and R
ecords Provisions

） 15 U
.S.C. §

78m
 ⒝
⑵
A

各
企
業
が
連
邦
証
券
取
引
法
に
も
と
づ
き
、
資
産
の
処
分
お
よ
び
取
引
に
お
い
て
合
理
的
な
程
度
に
詳
細
・
正
確
・
公
正
に
反
映
す
る

帳
簿
・
記
録
・
勘
定
を
作
成
・
保
存
す
る
べ
き
で
あ
り
、
贈
賄
な
ど
の
不
正
な
支
払
い
を
隠
匿
す
る
た
め
に
虚
偽
の
財
務
記
録
を
行
な
っ

て
は
な
ら
な
い
。

ロ　

内
部
統
制
条
項
（T

he Internal Controls Provisions

） 15 U
.S.C. §

78m
 ⒝
⑵
B

内
部
統
制
制
度
を
構
築
し
、
四
点
を
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ⅰ
経
営
者
の
一
般
的
ま
た
は
特
別
な
承
認
に
従
っ
て
取
引
を
行
う

こ
と
、
ⅱ
一
般
的
に
通
用
す
る
会
計
原
則
に
準
拠
し
て
財
務
諸
表
を
作
成
し
、
資
産
の
説
明
責
任
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
に
応
じ
て
取

引
を
記
録
す
る
こ
と
、
ⅲ
経
営
者
の
承
認
に
従
わ
な
け
れ
ば
資
産
の
使
用
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
ⅳ
資
産
を
記
録
し
た
説
明
と
既
存
の

資
産
と
に
差
異
が
あ
る
場
合
は
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
適
切
な
内
部
統
制
・
内
部
会
計
管
理
制
度
を
創
設
・
維
持
し
、
経

営
者
承
認
の
下
で
取
引
を
行
い
、
会
計
原
則
等
の
基
準
に
従
い
財
務
書
類
を
作
成
し
資
産
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
ー
が
維
持
で
き
る
よ

う
な
取
引
の
記
録
が
求
め
ら
れ
る
。

ハ　

賄
賂
禁
止
条
項
（T
he A

nti-Bribery Provisions
）15 U

.S.C.§
78dd-1

企
業
が
取
引
を
獲
得
・
維
持
、
不
適
切
に
有
利
な
立
場
を
確
保
す
る
た
め
、
外
国
公
務
員
等
に
職
権
の
行
使
に
影
響
を
与
え
、
ま
た
は

影
響
力
の
行
使
を
誘
導
す
る
目
的
を
も
っ
て
金
銭
、
贈
答
な
ど
を
不
正
に
提
供
な
ら
び
に
提
供
の
約
束
、
許
可
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
。

一
九
九
八
年
改
正
に
よ
っ
て
適
用
範
囲
が
拡
大
し
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
監
督
外
の
外
国
企
業
・
外
国
人
も
米
国
内
で
従
事
し
た
贈
賄
行
為
に
は
適
用

さ
れ
る
。
米
国
企
業
の
海
外
関
連
会
社
が
米
国
外
で
支
払
う
賄
賂
も
米
国
本
社
が
直
接
承
認
し
た
場
合
、
海
外
関
連
会
社
に
送
金
し
た
資

金
が
贈
賄
行
為
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
認
識
し
、
可
能
性
が
あ
る
場
合
も
責
任
が
追
及
さ
れ
る
。
潜
在
的
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
リ
ス
ク
が
あ
る
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政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
一
三
〇
）

日
本
企
業
と
し
て
、
会
計
処
理
条
項
は
Ｓ
Ｅ
Ｃ
登
録
企
業
お
よ
び
当
該
子
会
社
等
、
賄
賂
禁
止
条
項
は
米
国
に
子
会
社
等
を
展
開
し
て
い

る
企
業
、
米
国
人
を
雇
用
す
る
企
業
が
想
定
さ
れ
る
。

3
．
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
ガ
イ
ド
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
お
よ
び
企
業
の
法
令
遵
守
体
制

⑴　

二
〇
一
二
年
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
ガ
イ
ド

二
〇
一
二
年
一
一
月
公
表
の
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
ガ
イ
ド
（
指
針
）
の
構
成
は
、
イ
は
じ
め
に
、
ロ
贈
賄
規
定
、
ハ
会
計
規
定
、
ニ
そ
の
他
米
国

関
連
法
規
、
ホ
執
行
の
方
針
、
ヘ
罰
則
、
制
裁
お
よ
び
救
済
手
段
、
ト
Ｄ
Ｏ
Ｊ
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
判
断
、
チ
内
部
通
報
規
定
お
よ
び
保
護
、
リ

Ｄ
Ｏ
Ｊ
意
見
確
認
手
続
き
（opinion procedure

）、
ヌ
結
論
と
多
岐
に
わ
た
る
（
5
）

。

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
ガ
イ
ド
に
お
け
る
主
要
論
点
を
み
る
と
、
イ
企
業
の
社
員
又
は
企
業
の
た
め
に
行
動
す
る
そ
の
他
の
者
が
同
法
に
違
反
し
な

い
た
め
に
採
る
べ
き
手
段
当
該
手
段
を
採
る
こ
と
を
怠
っ
た
者
に
生
じ
る
法
的
責
任
と
、
ロ
効
果
的
な
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ

ム
（C

om
pliance P

rogram

）
の
継
続
、
明
ら
か
な
同
法
違
反
の
自
己
申
告
、
法
執
行
当
局
に
よ
る
調
査
へ
の
協
力
等
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
の

制
裁
を
減
じ
る
た
め
に
企
業
が
採
り
得
る
行
動
が
あ
る
。
我
が
国
の
外
国
公
務
員
贈
賄
規
制
に
つ
き
、
不
正
競
争
防
止
法
に
外
国
公
務
員

贈
賄
罪
が
規
定
さ
れ
、
経
済
産
業
省
か
ら
は
外
国
公
務
員
贈
賄
指
針
改
訂
版
が
公
表
さ
れ
、
同
指
針
の
「
企
業
が
目
標
と
す
べ
き
内
部
統

制
の
在
り
方
」
項
目
に
関
連
項
目
が
あ
る
。

⑵　

企
業
の
法
令
遵
守
体
制

①　

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
適
用
対
象

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
は
、
イ
発
行
体
（issuer

）、
ロ
国
内
の
も
の
（dom

estic concern
）、
ハ
土
地
管
轄
（territorial jurisdiction

）
の
三
つ
の
概

念
を
適
用
対
象
と
し
て
い
る
。
イ
日
本
法
人
等
で
あ
っ
て
も
、
株
式
ま
た
は
米
国
預
託
証
券
等
の
証
券
（securities

）
を
米
国
証
券
取
引

六
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所
に
上
場
し
て
い
る
法
人
等
の
場
合
、
当
該
法
人
等
お
よ
び
そ
の
役
員
、
取
締
役
、
従
業
員
、
代
理
人
、
株
主
（
役
員
等
）
が
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ

の
適
用
対
象
と
な
る
。
ロ
米
国
市
民
、
永
住
者
等
が
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
適
用
対
象
と
な
る
た
め
、
当
該
個
人
を
従
業
員
等
に
も
つ
日
本
法
人
等

は
当
該
個
人
が
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
内
容
を
遵
守
す
る
よ
う
に
注
意
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
米
国
法
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
法
人
等
お
よ
び

そ
の
役
員
等
も
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
適
用
対
象
と
な
り
、
日
本
法
人
等
で
米
国
法
人
等
を
関
係
会
社
に
持
つ
法
人
等
は
当
該
関
係
会
社
が

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
内
容
を
遵
守
す
る
よ
う
に
注
意
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
日
本
法
人
等
が
直
接
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
対
象
に
な
ら
な
い
場
合
も
、

米
国
法
人
等
に
限
ら
ず
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
適
用
対
象
と
な
る
子
会
社
に
よ
り
贈
賄
行
為
等
が
な
さ
れ
た
場
合
で
、
ⅰ
日
本
法
人
等
（
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ

適
用
対
象
と
な
る
子
会
社
か
ら
み
た
親
会
社
）
が
当
該
行
為
に
明
白
に
関
与
し
て
い
た
場
合
（
親
会
社
が
子
会
社
に
対
し
て
贈
賄
行
為
を
指
示
し
て

い
た
場
合
等
）、
ⅱ
親
会
社
と
子
会
社
間
に
代
理
（agency

）
の
関
係
が
あ
る
場
合
（
親
会
社
が
子
会
社
の
行
為
を
知
っ
て
お
り
、
か
つ
指
示
を
与

え
て
い
た
等
、
親
会
社
が
子
会
社
を
支
配
（control

）
す
る
関
係
に
あ
っ
た
場
合
等
）
に
は
親
会
社
が
直
接
責
任
を
負
う
可
能
性
が
あ
る
。

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
適
用
対
象
と
な
る
子
会
社
に
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
を
遵
守
さ
せ
る
こ
と
も
親
会
社
に
と
っ
て
は
重
要
と
な
る
。
ハ
イ
ま
た
は
ロ
に
該
当

し
な
い
場
合
も
、
米
国
内
で
直
接
ま
た
は
代
理
人
を
通
し
て
賄
賂
の
支
払
を
促
進
す
る
行
為
に
従
事
し
た
場
合
は
、
当
該
行
為
を
行
っ
た

日
本
法
人
等
ま
た
は
個
人
は
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
適
用
対
象
に
な
る
。
実
際
に
贈
賄
行
為
を
行
っ
た
場
合
の
み
な
ら
ず
、
日
本
法
人
等
が
贈
賄
行

為
の
行
為
者
と
共
謀
（conspire

）、
幇
助
（aid

）
お
よ
び
教
唆
（abet

）、
ま
た
は
代
理
人
（agent

）
と
し
て
行
動
し
た
場
合
も
含
ま
れ
る
。

②　

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
ガ
イ
ド
と
企
業
の
法
令
遵
守
体
制
の
見
直
し

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
を
遵
守
す
る
方
法
を
検
討
す
る
に
当
た
り
、
ま
ず
外
国
公
務
員
へ
の
贈
賄
を
禁
止
す
る
社
内
方
針
が
挙
げ
ら
れ
る
。

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
ガ
イ
ド
は
、
Ｄ
Ｏ
Ｊ
と
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
職
員
が
長
期
に
わ
た
り
言
及
し
て
き
た
こ
と
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
贈
賄
禁
止
の
み
の
社
内

方
針
は
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
規
定
を
遵
守
し
た
と
い
う
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
社
内
方
針
が
社
内
で
理
解
、
遵
守
さ
れ
る
手
段
が
さ
ら
に
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必
要
と
な
り
、
ま
た
潜
在
的
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
に
つ
い
て
、
企
業
経
営
者
が
改
め
て
吟
味
し
、
必
要
な
場
合
に
は
是
正
が
で
き
る
よ
う
に
潜

在
的
な
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
が
経
営
者
の
注
意
を
引
く
手
段
も
必
要
と
な
る
。
米
国
規
制
当
局
は
、
完
全
な
遵
守
に
よ
る
抗
弁
（com

pliance 

defense
）
の
概
念
を
否
定
す
る
が
、
政
府
は
企
業
に
対
し
て
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
の
責
任
を
問
う
審
査
に
お
い
て
効
果
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
有

無
を
要
素
の
一
つ
と
み
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
存
在
に
よ
り
、
企
業
に
有
利
な
結
果
と
な
る
可
能

性
は
あ
り
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
を
遵
守
す
る
努
力
が
み
ら
れ
な
い
場
合
は
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
企
業
が
違
反
を
全
て
防
ぐ
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
場
合
も
、
必
ず
し
も
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
効
果
的
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ

ガ
イ
ド
は
認
め
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
企
業
の
従
業
員
に
よ
る
犯
罪
活
動
を
全
て
防
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
規
制

当
局
も
理
解
し
て
い
る
旨
が
述
べ
ら
れ
る
。

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
ガ
イ
ド
に
お
け
る
効
果
的
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
項
目
は
、
イ
経
営
幹
部
の
関
与
お
よ
び
贈
賄
に
関
す
る
方

針
の
明
記
（
指
針
第
二
章
二
．⑶
①
）、
ロ
行
動
規
範
な
ら
び
に
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
方
針
お
よ
び
手
続
き
（
指
針
第
二
章
二
．⑴
①
）、
ハ
監
督
、

自
治
お
よ
び
要
員
（
指
針
第
二
章
二
．⑵
②
）、
ニ
リ
ス
ク
査
定
（risk assessm

ent

）（
指
針
第
二
章
二
．⑷
⑸
）、
ホ
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
お
よ
び

懲
戒
手
続
（
指
針
第
二
章
二
．⑴
①
）、
ヘ
第
三
者
に
関
す
る
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
（T

hird-P
arty D

ue D
iligence

）
お
よ
び
第
三
者
へ
の

支
払
（
指
針
第
二
章
二
．⑹
（
6
）

）、
ト
Ｍ
＆
Ａ
取
引
・
買
収
前
の
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
お
よ
び
買
収
後
の
調
査
（
7
）

、
チ
匿
名
の
報
告
お
よ
び
内

部
調
査
（
指
針
第
二
章
二
．⑵
③
）、
リ
定
期
的
な
試
験
お
よ
び
再
評
価
（
指
針
第
二
章
二
．⑷
）。

効
果
的
な
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
特
徴
は
、
米
国
規
制
当
局
に
対
し
て
企
業
が
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
遵
守
の
取
組
み
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
信
じ

さ
せ
る
説
得
材
料
に
な
る
こ
と
、
早
期
段
階
で
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
を
防
ぎ
、
ま
た
は
違
反
を
見
つ
け
る
た
め
の
有
益
な
指
標
と
な
る
こ
と
で

あ
る
。

六
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⑶　

連
邦
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム

組
織
に
対
す
る
連
邦
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
一
九
九
一
年
施
行
）
が
求
め
る
有
効
な
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
み
る
と
、
社

内
に
有
効
な
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
す
る
企
業
に
つ
い
て
科
さ
れ
る
罰
金
総
額
が
削
減
さ
れ
る
た
め
の
以
下
の
よ
う

な
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
イ
経
営
者
の
姿
勢
、
ロ
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ポ
リ
シ
ー
の
制
定
、
ハ
研
修
お
よ
び
確
認
書
の
受
領
、
ニ

Ｉ
Ｄ
Ｄ
（
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
ー
・
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
）
の
実
施
、
ホ
効
果
的
な
内
部
通
報
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
設
置
、
ヘ
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

の
継
続
的
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
、
ト
効
果
的
な
対
処
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
定
。

⑷　

潜
在
的
な
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
リ
ス
ク
が
あ
る
Ｍ
＆
Ａ
に
お
け
る
問
題

最
近
の
Ｍ
＆
Ａ
に
お
い
て
は
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
関
係
し
た
買
収
企
業
の
責
任
問
題
が
生
じ
て
い
る
。
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
リ
ス
ク
の
存
在
は
財

務
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
実
施
過
程
で
検
出
可
能
で
あ
る
が
、
金
額
的
に
み
て
重
要
性
が
低
い
取
引
は
見
落
さ
れ
が
ち
で
あ
る
た
め
、

注
意
が
必
要
と
な
る
。
リ
ス
ク
分
析
に
お
い
て
は
、
以
下
の
点
に
考
慮
が
求
め
ら
れ
る
。

イ
対
象
会
社
が
汚
職
行
為
等
に
問
題
が
あ
る
国
の
ビ
ジ
ネ
ス
に
依
存
し
て
い
る
程
度
（
8
）

、
ロ
対
象
会
社
が
汚
職
行
為
が
一
般
的
に
頻
繁
に

生
じ
る
業
界
ま
た
は
政
府
等
と
直
接
的
・
間
接
的
に
取
引
を
行
っ
て
い
る
か
等
で
あ
る
。
ハ
対
象
企
業
に
実
効
性
の
あ
る
内
部
統
制
が
存

在
し
て
い
る
こ
と
。
Ｍ
＆
Ａ
の
時
間
的
制
約
も
あ
り
、
Ｉ
Ｔ
利
用
な
ど
効
率
的
か
つ
意
思
決
定
に
お
い
て
許
容
で
き
る
リ
ス
ク
の
範
囲
内

に
収
ま
る
よ
う
に
詳
細
な
分
析
を
実
施
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
（
9
）

。

4
．
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
け
る
検
討
課
題
と
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

⑴　

管
轄
権

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
お
い
て
も
、
基
本
的
に
属
地
主
義
（territorial principle

）、
属
人
主
義
（nationality principle

）
な
ど
の
考
え
方
が
採
用
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さ
れ
、
米
国
上
場
企
業
お
よ
び
役
職
員
等
（issuers

）、
米
国
法
に
よ
り
設
立
さ
れ
又
は
米
国
に
主
要
な
事
業
所
（principal place of 

business
）
が
あ
る
企
業
等
お
よ
び
役
職
員
等
、
米
国
籍
保
有
者
、
米
国
居
住
者
等
（dom

estic concerns

）
が
外
国
公
務
員
等
に
贈
賄
し
た

場
合
、
米
国
の
行
為
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
が
適
用
さ
れ
る
（
属
人
主
義
（
10
）

）。
他
方
、issuers

とdom
estic concerns

で
な
い
日

本
企
業
等
は
、
通
常
、others

（
非
米
国
企
業
等
）
に
分
類
さ
れ
、
米
国
領
域
内
で
外
国
公
務
員
等
に
贈
賄
を
し
た
場
合
（w

hile in the 

territory of the U
nited S

tates

）
に
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
が
適
用
さ
れ
る
（
属
地
主
義
）。
ガ
イ
ド
に
お
け
る
注
意
点
と
し
て
、
非
米
国
企
業
等
に
分

類
さ
れ
る
企
業
で
も
、
イ
幇
助
、
教
唆
、
ロ
共
謀
、
ハ
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
理
論
に
よ
り
、
非
米
国
企
業
等
が
米
国
領
域
内
で
外
国
公
務
員

等
贈
賄
行
為
に
全
く
及
ん
で
い
な
い
場
合
も
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
適
用
の
可
能
性
が
あ
る
と
明
言
さ
れ
る
。
非
米
国
企
業
等
がissuers

ま
た
は

dom
estic concerns

を
幇
助
、
教
唆
し
た
場
合
、
非
米
国
企
業
等
が
米
国
領
域
内
で
何
ら
行
為
を
行
わ
な
く
て
も
外
国
公
務
員
等
贈
賄

本
体
の
罪
（
米
国
当
局
は
本
体
の
罪
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
と
独
立
し
て
、
非
米
国
企
業
等
に
幇
助
、
教
唆
罪
が
成

立
し
、
基
本
的
に
米
国
が
管
轄
権
を
有
す
る
。
即
ち
、
非
米
国
企
業
等
がissuers

ま
た
はdom

estic concerns

と
共
謀
し
た
場
合
、

非
米
国
企
業
等
が
米
国
領
域
内
で
何
ら
行
為
を
行
わ
な
く
て
も
共
謀
に
基
づ
き
外
国
公
務
員
等
贈
賄
が
共
謀
者
に
よ
り
実
行
さ
れ
る
こ
と

が
合
理
的
に
予
測
で
き
実
行
さ
れ
た
場
合
に
は
外
国
公
務
員
等
贈
賄
本
体
の
罪
が
、
外
国
公
務
員
等
贈
賄
に
向
け
た
何
ら
か
の
意
思
発
現

行
為
（overt act

）
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
共
謀
罪
が
、
当
該
非
米
国
企
業
等
に
各
成
立
し
、
基
本
的
に
米
国
が
管
轄
を
有
す
る
。
非
米

国
企
業
等
がissuers

ま
た
はdom

estic concerns

の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
行
動
し
て
い
る
場
合
、
非
米
国
企
業
等
が
米
国
領
域
内

で
何
ら
行
為
を
行
わ
な
く
て
もissuers

ま
た
はdom

estic concerns
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
行
わ
れ
た
行
為
に
つ
き
米
国
が
管
轄

を
有
す
る
。
日
本
企
業
もissuers

やdom
estic concerns

の
米
国
企
業
と
国
際
合
弁
を
行
い
、
米
国
企
業
と
共
に
米
国
以
外
の
国
で

外
国
公
務
員
等
贈
賄
行
為
に
及
ん
だ
場
合
、
日
本
企
業
に
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
が
適
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

六
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⑵　

正
当
な
接
待
・
贈
答
と
贈
賄
の
線
引

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
お
い
て
は
、
贈
賄
と
し
て
提
供
さ
れ
る
金
銭
や
物
等
が
一
定
の
金
額
以
下
で
あ
る
場
合
に
免
責
す
る
旨
の
規
定
は
存
在
し

な
い
。
も
っ
と
も
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
正
当
な
接
待
・
贈
答
と
贈
賄
の
線
引
は
、
外
国
公
務
員
等
に
不
正
に
影
響
を
与
え
る
意
図
で
あ

る
腐
敗
の
意
図
（corrupt intent

）
の
有
無
に
よ
っ
て
判
断
す
る
と
さ
れ
る
。
腐
敗
の
意
図
を
認
め
る
の
が
難
し
い
事
例
と
し
て
、
さ
さ

や
か
な
価
値
の
も
の
を
贈
っ
た
場
合
が
あ
る
が
、
社
交
儀
礼
と
し
て
の
接
待
、
贈
答
が
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
上
全
く
禁
止
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
逆
に
多
額
の
現
金
、
高
級
品
提
供
、
正
当
な
理
由
が
な
い
旅
費
の
負
担
、
外
国
公
務
員
等
の
親
族
や
友
人
へ
の
贈
答
は
腐
敗
の
意
図

が
認
め
ら
れ
や
す
い
と
さ
れ
る
。
ガ
イ
ド
は
接
待
、
贈
答
が
贈
賄
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
企
業
は
明
確
で
ア
ク
セ
ス
が
容
易
な

社
内
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
大
企
業
の
多
く
は
明
確
な
金
額
の
基
準
（
一
回
分
の
み
な
ら
ず
年
間
の
合
計
金

額
を
含
む
）
を
定
め
、
例
外
は
適
切
な
レ
ベ
ル
のm

anagem
ent

に
よ
り
決
裁
さ
れ
る
方
式
を
定
め
る
べ
き
も
の
と
す
る
。
我
が
国
に
お

け
る
社
内
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
社
会
的
に
相
当
な
範
囲
と
い
う
決
裁
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
多
い
が
、
役
職
員
に
よ
り
解
釈
さ
れ
る
こ
と

に
鑑
み
、
よ
り
明
確
な
金
額
基
準
を
設
定
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。

⑶　

公
的
企
業
と
外
国
公
務
員
等

我
が
国
の
不
正
競
争
防
止
法
一
八
条
二
項
三
号
お
よ
び
関
連
政
令
に
お
い
て
は
、
公
的
企
業
の
役
職
員
が
い
か
な
る
場
合
に
外
国
公
務

員
等
に
該
当
す
る
か
を
明
確
に
定
め
て
い
る
。
他
方
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
は
、instrum

entality of a F
oreign G

overnm
ent

の
役
職
員
が
外
国

公
務
員
等
に
該
当
す
る
と
さ
れ
る
が
、instrum

entality

の
内
容
は
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
ガ
イ
ド
で
は
、instrum

entality

は

state-ow
ned or state-controlled entities

が
含
ま
れ
る
と
し
つ
つ
、
い
か
な
る
企
業
がinstrum

entality

と
い
え
る
か
は
個
別
事
実

の
分
析
に
よ
る
と
し
て
従
来
の
司
法
省
の
見
解
を
維
持
す
る
。
外
国
政
府
に
よ
る
オ
ー
ナ
ー
シ
ッ
プ
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
程
度
、
設
立
の

六
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経
緯
、
活
動
の
内
容
、
外
国
法
の
下
で
い
か
な
る
義
務
、
特
権
が
当
該
企
業
に
与
え
ら
れ
て
い
る
か
な
ど
項
目
を
あ
げ
る
。
企
業
側
と
し

て
は
、
外
国
政
府
が
過
半
数
株
式
を
保
有
す
る
場
合
はinstrum

entality

に
該
当
す
る
と
考
え
、
そ
う
で
な
い
場
合
も
実
態
と
し
て
外

国
政
府
に
よ
る
役
員
任
命
の
有
無
、
外
国
政
府
の
業
務
関
与
の
程
度
等
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
保
守
的
に
該
当
性
の
有
無
を
判
断
し
て
お

く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

⑷　

第
三
者
へ
の
支
払

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
は
、
財
物
の
全
部
な
い
し
一
部
が
外
国
公
務
員
等
へ
提
供
等
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
（w

hile know
ing

）、
当
該
財
物
を
第
三

者
（any person

）
に
提
供
等
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
対
し
て
報
酬
を
支
払
い
、
一
部
が
公
務
員
に
贈
賄
さ
れ
た
場

合
、
当
該
企
業
が
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
贈
賄
す
る
こ
と
を
知
っ
て
報
酬
を
支
払
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
当
該
企
業
に
外
国
公
務
員
等
贈
賄
の
罪

が
成
立
す
る
。
外
国
公
務
員
等
へ
の
贈
賄
が
な
さ
れ
得
る
事
象
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
確
認
を
怠
っ
た
場
合
も
、
当
該
贈
賄
が
な
さ
れ

る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
解
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ガ
イ
ド
に
お
い
て
、R

ed F
lag

事
象
と
し
て
、
第
三
者
へ
の
過
剰
な
支
払
、
第

三
者
の
デ
ィ
ス
ト
リ
ビ
ュ
ー
タ
ー
へ
の
不
合
理
に
過
大
な
割
引
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
内
容
が
抽
象
的
な
第
三
者
と
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
・

ア
グ
リ
ー
メ
ン
ト
締
結
、
第
三
者
が
外
国
公
務
員
等
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
等
を
挙
げ
る
。

ホ　

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
メ
ン
ト

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
は
外
国
公
務
員
等
に
よ
る
日
常
的
な
政
府
の
活
動
（routine governm

ental action

）
の
実
行
を
促
進
し
（expedite

）、
確
保

す
る
（secure

）
た
め
提
供
さ
れ
たF

acilitation P
aym
ents

（
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
メ
ン
ト
）
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
日
常
的
政

府
の
活
動
に
は
裁
量
を
伴
う
も
の
は
含
ま
れ
ず
、
金
額
の
高
低
よ
り
も
腐
敗
の
意
図
の
有
無
が
考
慮
さ
れ
る
。
一
九
九
七
年
一
一
月
採
択

の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
外
国
公
務
員
贈
賄
防
止
条
約
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
に
お
い
て
、
少
額
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
メ
ン
ト
は
営
業
上
の
不

六
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正
な
利
益
を
得
る
た
め
に
な
さ
れ
た
と
は
解
さ
れ
ず
犯
罪
と
な
ら
な
い
と
し
、
例
外
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
時
は
フ
ァ
シ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
メ
ン
ト
に
対
す
る
批
判
が
出
さ
れ
、
違
法
で
あ
る
と
さ
れ
る
可
能
性
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ

る
（
11
）

。
外
国
公
務
員
等
か
ら
金
銭
等
の
支
払
を
要
求
さ
れ
た
こ
と
は
犯
罪
不
成
立
の
理
由
と
な
ら
な
い
。
ガ
イ
ド
に
お
い
て
、
支
払
を
し
な

け
れ
ば
物
理
的
に
危
害
が
加
え
ら
れ
る
と
い
う
状
況
下
で
の
支
払
は
、
腐
敗
の
意
図
等
が
認
め
ら
れ
ず
犯
罪
が
成
立
し
な
い
と
さ
れ
る
が
、

他
方
、
外
国
公
務
員
等
か
ら
支
払
を
し
な
け
れ
ば
市
場
へ
の
参
加
を
認
め
な
い
と
い
う
経
済
上
の
強
要
（econom

ic coercion

）
が
あ
っ
て

も
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
上
の
外
国
公
務
員
等
贈
賄
罪
の
成
立
を
妨
げ
な
い
と
さ
れ
る
。

⑸　

親
会
社
の
責
任

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
ガ
イ
ド
に
お
い
て
、
子
会
社
が
外
国
公
務
員
等
へ
の
贈
賄
を
行
う
場
合
、
親
会
社
役
職
員
が
子
会
社
に
贈
賄
を
指
示
し
た
場

合
、
贈
賄
行
為
に
自
ら
参
加
し
た
場
合
は
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
理
論
（agency principles

）
に
よ
り
親
会
社
が
責
任
を
負
う
こ
と
が
あ
る
。

親
会
社
が
子
会
社
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
子
会
社
が
親
会
社
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
親
会
社
も

責
任
を
負
う
。
合
併
の
承
継
会
社
（successor com

pany

）
の
責
任
も
言
及
さ
れ
、
合
併
前
に
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
行
い
、
贈
賄
が

発
覚
し
た
場
合
は
司
法
省
や
証
券
取
引
委
員
会
に
開
示
し
て
協
力
し
て
贈
賄
を
止
め
さ
せ
、
贈
賄
を
再
度
行
わ
な
い
グ
ル
ー
プ
リ
ス
ク
管

理
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

3
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
九
二
二
条
の
交
錯

二
〇
一
〇
年
七
月
成
立
の
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
金
融
制
度
改
革
・
消
費
者
保
護
法
（D

odd-F
rank W

all S
treet R

eform
 and C

onsum
er 

P
rotection A

ct 2010

）
に
お
い
て
は
銀
行
に
自
己
勘
定
取
引
、
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
や
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
エ
ク
イ
テ
ィ
へ
の
投
資
を
禁
じ
、

ま
た
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
対
す
る
証
券
法
違
反
の
報
告
に
関
し
て
報
奨
金
を
与
え
る
こ
と
と
し
、
内
部
通
報
者
保
護
を
強
化
し
て
、
内
部
告
発
を
奨

六
二
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励
し
て
い
る
（
九
二
二
条
）。
制
裁
金
額
が
一
〇
〇
万
ド
ル
を
超
え
る
場
合
一
〇
％
か
ら
三
〇
％
に
相
当
す
る
報
奨
金
を
与
え
る
と
定
め
て

い
る
た
め
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
執
行
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
と
み
ら
れ
る
。
近
年
、
和
解
金
が
数
百
万
ド
ル
に
及
ぶ
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
上
の
和
解
が

多
数
生
じ
て
い
る
の
は
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
内
部
告
発
者
条
項
に
よ
り
、
多
く
の
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
関
す
る
調
査
、
執
行
措
置
が
行
わ

れ
る
可
能
性
が
増
加
し
て
き
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
従
業
員
が
社
内
報
告
や
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
を
回
避

し
て
政
府
に
社
外
通
報
す
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
企
業
に
お
い
て
は
内
部
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
を
弱
体
化
さ
せ
る
こ
と
に
繋
が
り

か
ね
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
と
の
見
方
も
あ
る
。
企
業
は
積
極
的
な
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
制
度
を
実
施
・
維
持
し
、
社
内
の
内
部

告
発
者
方
針
を
見
直
し
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
問
題
に
積
極
的
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
も
の
と
思
料
さ
れ
る
。

4
．
共
謀
罪

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
つ
き
、§

78dd-1 

発
行
者
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
通
商
慣
行
、§

78dd-2 

国
内
関
係
者
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
通
商
慣
行
、

§
78dd-3 

発
行
者
と
国
内
関
係
者
以
外
の
人
物
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
通
商
慣
行
が
あ
る
。
日
本
企
業
の
会
社
関
係
者
が
米
国
内
で
直
接

贈
賄
行
為
に
関
与
せ
ず
、
発
行
者
ま
た
は
国
内
関
係
者
で
あ
る
米
国
企
業
の
会
社
関
係
者
が
贈
賄
行
為
に
及
ん
だ
場
合
、
日
本
企
業
の
会

社
関
係
者
が
米
国
企
業
の
会
社
関
係
者
と
事
前
に
連
絡
を
取
り
合
う
等
し
て
共
謀
し
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
共
謀
罪
（conspiracy

）
が

成
立
す
る
可
能
性
が
あ
る
（18 U

.S
.C
 §
271

）。
米
国
当
局
は
共
謀
罪
を
積
極
的
に
活
用
し
て
外
国
企
業
の
会
社
関
係
者
に
広
く
刑
事
責

任
を
追
及
す
る
傾
向
が
あ
る
。

四
．
英
国
賄
賂
防
止
法
と
指
針

二
〇
一
〇
年
英
国
贈
収
賄
防
止
法
（B

ribery A
ct 2010

）
に
つ
い
て
み
て
い
く
と
、
外
国
公
務
員
へ
の
贈
賄
行
為
を
禁
止
す
る
規
定
を

六
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セ
ク
シ
ョ
ン
6 

外
国
公
務
員
に
対
す
る
贈
賄
（B

ribery of foreign public offi  cials

）
と
し
て
定
め
て
い
る
（
12
）

。
同
法
の
概
要
に
つ
い
て
は

次
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
に
、
処
罰
対
象
と
す
る
行
為
の
類
型
は
、
以
下
の
四
つ
で
あ
る
。
イ
贈
賄
（
賄
賂
の
提
供
、
提
供
の
約
束
等
の
行

為
）（
セ
ク
シ
ョ
ン
1 O

ff ences of bribing another person

）、
ロ
収
賄
（
賄
賂
の
要
求
・
受
領
、
収
賄
の
合
意
等
の
行
為
）（
セ
ク
シ
ョ
ン
2 

O
ff ences relating to being bribed

）、
ハ
外
国
公
務
員
に
対
す
る
贈
賄
（
セ
ク
シ
ョ
ン
6
）、
ニ
企
業
の
贈
賄
防
止
手
続
き
の
不
履
行
（
セ
ク

シ
ョ
ン
7 F

ailure of com
m
ercial organisations to prevent bribery

）
で
あ
る
。
企
業
が
贈
賄
罪
の
適
用
対
象
と
な
る
に
は
以
下
の
要
件

を
充
足
す
る
必
要
が
あ
る
。
企
業
（
営
利
団
体
）
の
関
係
者
が
、
当
該
企
業
の
た
め
に
事
業
や
事
業
上
の
優
位
性
の
取
得
ま
た
は
確
保
を

意
図
し
て
、
他
の
者
に
贈
賄
し
た
場
合
（
指
針
パ
ラ
グ
ラ
フ
36
）。
第
二
に
、
対
象
企
業
の
定
義
の
該
当
規
定
は
、
セ
ク
シ
ョ
ン
7
⑸
営
利

団
体
（relevant com

m
ercial organisation

）
の
意
味
で
あ
り
、
英
国
の
設
立
企
業
で
事
業
ま
た
は
事
業
の
一
部
を
英
国
で
行
な
う
企
業
が

対
象
で
あ
る
。
セ
ク
シ
ョ
ン
7
の
と
お
り
、
企
業
と
関
連
す
る
人
（associated person

）
が
セ
ク
シ
ョ
ン
1
、
2
の
贈
賄
行
為
を
行
っ
た

場
合
、
当
該
企
業
は
処
罰
対
象
と
な
る
。
関
連
す
る
人
の
定
義
は
セ
ク
シ
ョ
ン
8
（M

eaning of associated person

）
で
述
べ
ら
れ
、
当

該
企
業
の
た
め
に
、
ま
た
は
当
該
企
業
を
代
理
し
て
職
務
を
行
う
人
と
広
く
定
義
さ
れ
て
い
る
。
条
文
上
、
企
業
の
従
業
員
、
代
理
人
お

よ
び
子
会
社
（subsidiary

）
が
あ
げ
ら
れ
る
が
（
セ
ク
シ
ョ
ン
3
）、
例
示
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
ら
以
外
の
関
係
者
も
含
ま
れ
、
合
弁
企
業
も

関
連
す
る
人
と
み
な
さ
れ
る
。
合
弁
（Joint V

enture

）
法
人
の
従
業
員
が
贈
賄
行
為
を
行
っ
た
場
合
、
合
弁
法
人
に
出
資
し
て
い
る
と

の
理
由
の
み
で
は
各
構
成
企
業
に
と
っ
て
合
弁
法
人
の
従
業
員
は
関
係
す
る
人
に
該
当
し
な
い
。
合
弁
法
人
が
特
定
構
成
企
業
の
た
め
に

贈
賄
行
為
を
行
っ
た
場
合
、
当
該
企
業
に
と
り
合
弁
法
人
は
関
係
す
る
人
に
該
当
す
る
（
指
針
パ
ラ
グ
ラ
フ
40
）。
関
連
す
る
人
が
英
国
外

で
行
っ
た
贈
賄
行
為
に
つ
い
て
、
該
当
企
業
が
防
止
を
怠
っ
て
い
た
場
合
は
英
国
で
起
訴
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
第
三
に
、
外
国
公
務

員
の
定
義
に
つ
い
て
該
当
規
定
は
セ
ク
シ
ョ
ン
6
⑸
外
国
公
務
員
に
対
す
る
贈
賄
（B

ribery of foreign public offi  cials

）
で
あ
り
、
立
法
、

六
二
三
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（
一
一
四
〇
）

行
政
、
司
法
の
立
場
に
あ
る
者
、
公
的
機
能
を
遂
行
す
る
者
（
公
的
機
関
、
公
営
企
業
を
含
む
）、
公
的
国
際
機
関
の
職
員
（
国
連
な
ど
）
が

こ
れ
に
あ
た
る
。
与
党
議
員
、
政
党
お
よ
び
公
職
者
候
補
、
公
立
病
院
職
員
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
職
員
も
含
ま
れ
る
。
第
四
に
、
処
罰
の

内
容
・
範
囲
が
あ
り
、
該
当
規
定
は
セ
ク
シ
ョ
ン
11
の
罰
則
（P

enalties

）
で
あ
る
。
企
業
の
場
合
、
正
式
裁
判
で
は
上
限
な
し
の
罰
金

が
科
さ
れ
、
時
効
期
限
は
な
い
。
Ｅ
Ｕ
内
で
の
官
庁
発
注
契
約
の
指
定
停
止
（
無
期
限
）
と
な
り
、
セ
ク
シ
ョ
ン
1
、
2
、
6
の
違
反
は

義
務
的
指
名
停
止
と
な
る
、
セ
ク
シ
ョ
ン
7
の
違
反
は
裁
量
的
指
名
停
止
。
第
五
に
、
関
連
法
制
度
と
し
て
、
イ
公
益
開
示
法
（P

ublic 

Interest D
isclosure A

ct 1998

）：
公
務
員
も
含
め
全
て
の
労
働
者
に
適
用
さ
れ
、
内
部
通
報
制
度
整
備
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
自
浄

作
用
に
期
待
す
る
。
ロU

K
 B
ribery A

ct 2010 

施
行
以
前
の
現
行
法
等
：
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
贈
収
賄
罪
、
一
八
八
九
年
公
共
団
体

腐
敗
行
為
法
、
二
〇
〇
一
年
反
テ
ロ
リ
ズ
ム
・
犯
罪
・
公
安
法
、
犯
罪
収
益
法
二
〇
〇
二
（P

roceeds of C
rim
e A
ct 2002

）
が
あ
る
。
第

六
に
、
企
業
に
対
す
る
外
国
公
務
員
贈
賄
防
止
体
制
整
備
促
進
の
取
組
が
あ
る
。
セ
ク
シ
ョ
ン
9 

企
業
の
贈
賄
防
止
ガ
イ
ダ
ン
ス

（G
uidance about com

m
ercial organisations preventing bribery

）
に
規
定
さ
れ
る
。

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
同
様
、
二
〇
一
一
年
三
月
三
〇
日
英
国
司
法
省
（
Ｍ
Ｏ
Ｊ
）
か
ら
贈
収
賄
禁
止
法
の
指
針
が
公
表
さ
れ
、
合
理
的
な
接
待
費
、

英
国
で
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
、
関
係
者
、
フ
ァ
シ
リ
テ
イ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
メ
ン
ト
、
訴
追
裁
量
、
贈
賄
防
止
方
針
お
よ
び
手
続
き
に
関
す

る
指
導
原
理
（
リ
ス
ク
に
応
じ
た
手
続
き
、
上
層
部
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
、
リ
ス
ク
評
価
、
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
監
視

と
見
直
し
）
等
が
提
示
さ
れ
る
。
適
用
範
囲
の
限
界
と
し
て
英
国
証
券
取
引
所
上
場
ま
た
は
英
国
子
会
社
を
有
す
る
の
み
で
は
訴
追
さ
れ

な
い
こ
と
、
贈
収
賄
禁
止
法
に
基
づ
く
「
十
分
な
手
続
き
」
を
整
え
る
上
で
の
参
考
す
べ
き
指
導
原
理
も
示
さ
れ
る
が
、
条
件
付
で
あ
り
、

一
般
的
な
文
言
で
あ
る
た
め
確
証
が
得
ら
れ
な
い
分
野
も
多
い
（
13
）

。
対
象
企
業
は
、
リ
ス
ク
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
い
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
構
築
な
ど
十
分
な
手
続
き
を
整
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
企
業
責
任
に
対
す
る
抗
弁
と
な
る
も
の
と
み
ら
れ

六
二
四



新
た
な
国
際
汚
職
行
為
防
止
法
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
一
四
一
）

る
。

五
．
外
国
公
務
員
贈
賄
摘
発
事
案
の
考
察

1
．
贈
賄
摘
発
事
案

贈
収
賄
法
関
連
の
摘
発
事
例
に
つ
い
て
、U

K
 B
ribery A

ct 2010 

は
一
件
、
中
国
海
外
贈
賄
条
項
に
お
い
て
は
事
例
が
存
在
し
な
い
。

英
国
で
は
関
連
す
る
現
行
法
に
よ
り
年
間
三
│
五
件
程
度
の
執
行
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
我
が
国
企
業
は
関
係
し
て
い
な
い
。
二
〇
一
一

年
七
月U

K
 B
ribery A

ct 2010 

施
行
以
来
、
摘
発
は
一
件
の
み
で
あ
る
。
米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
摘
発
件
数
は
二
〇
〇
七
年
を
転
機
に
増

加
に
転
じ
、
罰
金
額
が
高
額
化
し
（
14
）

、
今
後
も
訴
追
件
数
は
増
加
が
見
込
ま
れ
る
（
15
）

。

2
．
外
国
企
業
お
よ
び
従
業
員
が
関
与
し
た
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
事
案

⑴　

証
券
発
行
者
に
対
す
る
管
轄

二
〇
〇
八
年
一
二
月
一
六
日
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
贈
賄
禁
止
条
項
お
よ
び
会
計
処
理
・
内
部
統
制
条
項
違
反
に
つ
き
、
ド
イ
ツ
企
業S

iem
ens 

A
G

が
有
罪
を
認
め
、
米
国
Ｄ
Ｏ
Ｊ
お
よ
び
Ｓ
Ｅ
Ｃ
と
罰
金
四
億
五
〇
〇
〇
万
ド
ル
、
不
当
利
得
返
還
三
億
五
〇
〇
〇
万
ド
ル
を
含
む
和

解
に
合
意
し
た
。S
iem
ens

の
Ａ
Ｄ
Ｒ
（
米
国
預
託
証
券
）
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
証
券
取
引
所
に
お
い
て
取
引
さ
れ
、
贈
賄
禁
止
条
項
お
よ
び

社
内
文
書
・
内
部
統
制
条
項
の
双
方
の
管
轄
が
主
張
さ
れ
、
米
国
取
引
所
で
取
引
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
立
件
に
お
い
て
重
要
で
あ
っ
た

こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
（
16
）

。
類
似
の
事
案
と
し
て
、
二
〇
〇
六
年
米
国
Ｄ
Ｏ
Ｊ
は
イ
ラ
ン
の
公
務
員
に
対
す
る
贈
賄
に
つ
き
、
ノ
ル

ウ
ェ
ー
に
本
社
を
持
つ
国
際
的
石
油
企
業
で
あ
るS

tatoil, A
S
A

（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
証
券
取
引
所
で
Ａ
Ｄ
Ｒ
取
引
）
と
の
和
解
を
公
表
し
た
（
17
）

。

ま
た
Ｄ
Ｏ
Ｊ
お
よ
び
Ｓ
Ｅ
Ｃ
はW

illbros G
roup

（
米
国
取
引
所
に
上
場
し
米
国
事
業
所
を
持
つ
パ
ナ
マ
の
会
社
）
に
対
す
る
ボ
リ
ビ
ア
、
ナ

六
二
五
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イ
ジ
ェ
リ
ア
お
よ
び
エ
ク
ア
ド
ル
のW

illbros G
roup

関
連
会
社
に
よ
る
行
為
を
含
む
一
連
の
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
事
件
に
つ
き
和
解
し
た
（
18
）

。

⑵　

米
国
領
土
内
で
行
わ
れ
た
行
為
に
基
づ
く
管
轄

Ｄ
Ｏ
Ｊ
が
米
国
内
の
外
国
企
業
の
従
業
員
の
行
為
に
対
し
て
訴
追
し
た
事
案
と
し
て
、
二
〇
〇
八
年
九
月
二
三
日A

lcatel

（
米
国
で

Ａ
Ｄ
Ｒ
株
式
取
引
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
電
話
会
社
）
の
た
め
に
コ
ス
タ
リ
カ
公
務
員
に
対
す
る
二
五
〇
万
ド
ル
超
の
贈
賄
に
加
担
し
た
フ
ラ
ン
ス

国
民
が
三
〇
ヶ
月
懲
役
を
言
い
渡
さ
れ
た
。
米
国
金
融
機
関
を
経
由
す
る
送
金
に
よ
り
外
国
公
務
員
に
対
す
る
支
払
い
を
手
配
し
た
と
さ

れ
る
が
、
被
告
が
発
行
者
の
従
業
員
ま
た
は
代
理
人
で
あ
る
こ
と
も
起
訴
状
で
主
張
さ
れ
、
送
金
の
米
国
経
由
に
基
づ
き
米
国
が
管
轄
を

有
す
る
か
は
明
ら
か
で
な
い

イ　

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
政
府
高
官
へ
の
贈
賄
（
日
揮
株
式
会
社
）

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
政
府
に
よ
る
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
Ｌ
Ｎ
Ｇ
社
所
有
割
合
は
四
九
％
、
残
り
五
一
％
は
多
国
籍
石
油
会
社
数
社
が
保
有
し
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｌ
Ｎ
Ｇ
社
役
員
と
従
業
員
は
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
上
で
外
国
公
務
員
と
み
な
さ
れ
た
（
19
）

。
二
〇
一
一
年
四
月
六
日
日
揮
株
式
会
社
は

Ｄ
Ｏ
Ｊ
と
二
億
一
八
八
〇
万
ド
ル
（
約
一
八
七
億
円
）
で
和
解
し
た
。
訴
追
延
期
合
意
に
よ
り
契
約
条
件
遵
守
が
義
務
付
け
ら
れ
、
独
立

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
起
用
に
合
意
し
、
外
部
監
視
機
関
に
よ
り
二
年
間
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
が
認
め
ら
れ
れ
ば
免

訴
と
な
る
。

ロ　

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
政
府
高
官
へ
の
贈
賄
へ
の
仲
介
（
丸
紅
株
式
会
社
）

二
〇
一
二
年
一
月
一
八
日
丸
紅
株
式
会
社
（
同
社
）
は
Ｄ
Ｏ
Ｊ
の
間
で
起
訴
猶
予
契
約
を
締
結
し
、
和
解
が
成
立
し
五
四
・
六
百
万
ド

ル
を
支
払
う
こ
と
と
な
っ
た
（
20
）

。
Ｄ
Ｏ
Ｊ
は
Ｔ
Ｓ
Ｋ
Ｊ
の
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
政
府
高
官
の
賄
賂
に
当
た
り
同
社
が
贈
賄
行
為
の
仲
介
人
と
し
、

共
謀
お
よ
び
幇
助
の
罪
で
起
訴
し
た
が
、
発
行
者
以
外
の
人
ま
た
は
国
内
企
業
等
に
関
す
る
条
項
に
直
接
違
反
し
た
罪
で
起
訴
す
る
余
地

六
二
六



新
た
な
国
際
汚
職
行
為
防
止
法
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
一
四
三
）

も
あ
っ
た
と
さ
れ
、
不
明
な
点
も
あ
る
と
さ
れ
る
。

ハ　

現
地
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
経
由
し
た
現
地
政
府
高
官
へ
の
贈
賄
（
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
株
式
会
社
）

邦
人
で
初
め
て
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
の
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
た
国
際
カ
ル
テ
ル
疑
惑
事
案
で
あ
る
（
マ
リ
ン
ホ
ー
ス
事
件
）。
日
本
企
業
お
よ

び
米
国
子
会
社
が
取
引
を
確
保
せ
ん
と
し
て
中
南
米
の
国
有
石
油
企
業
の
職
員
に
対
す
る
支
払
い
を
含
む
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
の
共
謀
を
行
っ

た
（
21
）

。
日
本
国
民
で
日
本
に
居
住
し
勤
務
し
て
い
た
被
告
は
、
共
謀
が
話
し
合
わ
れ
た
と
さ
れ
る
米
国
内
ビ
ジ
ネ
ス
・
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
出
席

直
後
、
米
国
で
逮
捕
さ
れ
た
。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
マ
リ
ン
ホ
ー
ス
等
工
業
用
ゴ
ム
製
品
の
販
売
に
影
響
を
及
ぼ
す
た
め
国
際
カ

ル
テ
ル
お
よ
び
外
国
公
務
員
の
贈
賄
行
為
の
共
謀
に
関
与
し
た
と
し
て
二
〇
〇
八
年
一
二
月
一
〇
日
本
社
化
工
品
海
外
部
部
長
は
共
謀
し

て
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
の
行
動
を
と
っ
た
こ
と
、
カ
ル
テ
ル
を
組
み
価
格
設
定
し
た
こ
と
に
よ
り
反
ト
ラ
ス
ト
法
・
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
の
共
謀
で

起
訴
さ
れ
、
二
年
間
の
拘
禁
刑
お
よ
び
八
万
ド
ル
の
罰
金
が
科
せ
ら
れ
た
。
二
〇
一
一
年
九
月
一
五
日
Ｄ
Ｏ
Ｊ
と
二
八
〇
〇
万
ド
ル
の
支

払
い
で
和
解
。
賄
賂
供
与
手
続
を
実
際
に
進
め
た
の
は
米
国
子
会
社
で
あ
る
が
、
海
外
部
部
長
は
賄
賂
供
与
の
交
渉
、
承
認
な
ど
を
行
っ

た
と
し
て
共
謀
罪
に
問
わ
れ
、
今
後
は
域
外
適
用
へ
の
対
処
が
大
き
な
問
題
と
な
ろ
う
。

2
．
我
が
国
企
業
の
実
務
上
の
留
意
点

イ　

米
国
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ

域
外
適
用
に
対
す
る
本
邦
企
業
の
留
意
点
と
し
て
、
ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
よ
り
適
切
な
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
構
築
に
向
け
自
社
リ

ス
ト
の
洗
い
出
し
を
行
う
こ
と
、
第
三
者
の
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
徹
底
、
従
業
員
規
範
（C

ode of C
onduct

）
の
署
名
な
ど
が
有
効

で
あ
る
（
22
）

。
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ガ
イ
ダ
ン
ス
に
沿
っ
て
自
社
に
適
合
し
た
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
の
確
立
が
重
要
と
な
る
。
企
業
訴
追
は
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
沿
っ
て
現

実
的
分
析
が
な
さ
れ
、
企
業
が
十
分
な
手
続
き
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
抗
弁
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。
英
国
政
府
に
は
多
く
の
リ
ソ
ー
ス
は

な
く
各
国
政
府
と
協
力
と
し
て
摘
発
に
当
た
ろ
う
。
自
己
申
告
を
勧
め
、
監
査
はS

uspicious A
ctivity R

eports

をS
F
O

（S
erious 

F
raud O

ffi  ce

）
に
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
（
23
）

。

六
．
取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
と
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察

第
一
に
、
不
正
競
争
防
止
法
を
念
頭
に
、
外
国
公
務
員
贈
賄
罪
に
お
け
る
少
額
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
メ
ン
ト
を
み
て
も
、

不
正
な
利
益
供
与
で
な
く
、
社
会
的
な
常
識
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
少
額
支
払
い
を
承
認
す
る
取
締
役
の
経
営
判
断
に
お
け
る

裁
量
権
の
逸
脱
の
有
無
（
善
管
注
意
義
務
違
反
）
の
問
題
が
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
近
時
の
判
例
実
務
は
事
実
認
識
お
よ
び
判
断
推
論

の
プ
ロ
セ
ス
の
み
な
ら
ず
、
プ
ロ
セ
ス
に
基
づ
き
行
っ
た
取
締
役
の
判
断
の
内
容
自
体
の
合
理
性
を
追
求
し
、
判
断
過
程
も
詳
細
に
検
討

す
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
経
営
判
断
原
則
を
構
成
す
る
規
準
で
あ
る
①
企
業
を
取
り
巻
く
経
済
環
境
な
ど
、
②
一

般
的
に
期
待
さ
れ
る
水
準
、
③
前
提
事
実
の
認
識
過
程
の
不
当
な
誤
り
・
合
理
性
欠
如
、
④
事
実
認
識
に
基
づ
く
判
断
の
推
論
過
程
お
よ

び
最
終
判
断
自
体
そ
の
も
の
の
内
容
の
明
ら
か
な
不
合
理
の
各
観
点
を
勘
案
す
れ
ば
、
取
締
役
の
判
断
の
留
意
点
は
次
の
通
り
と
な
る
。

①
外
国
の
腐
敗
度
、
利
益
供
与
の
外
国
国
内
法
令
の
許
容
度
、
業
務
遂
行
の
関
連
性
な
ど
。
②
業
界
ご
と
の
相
違
や
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
信
頼
確
保

な
ど
、
③
第
三
者
・
専
門
家
の
資
料
の
参
考
度
合
い
お
よ
び
稟
議
書
の
収
集
と
検
討
。
リ
サ
ー
チ
懈
怠
（
拓
銀
カ
ブ
ト
デ
コ
ム
事
件
（
24
）

）
や
信

頼
の
原
則
（
拓
銀
ソ
フ
ィ
ア
事
件
（
25
）

）
が
関
連
し
て
問
わ
れ
る
。
④
取
引
を
獲
得
で
き
な
い
場
合
の
企
業
の
損
失
（
26
）

お
よ
び
外
国
公
務
員
と
の

六
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継
続
的
関
係
、
接
待
な
ど
の
必
要
性
、
取
締
役
会
に
お
け
る
議
論
の
十
分
性
な
ど
。

第
二
に
、
外
国
公
務
員
贈
賄
罪
関
連
事
例
に
お
い
て
、
不
正
競
争
防
止
法
一
八
条
違
反
の
有
罪
が
確
定
す
れ
ば
法
令
違
反
行
為
と
し
て

取
締
役
の
裁
量
は
否
定
さ
れ
善
管
注
意
義
務
違
反
と
な
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
損
害
賠
償
請
求
に
対
す
る
攻
撃
防
御
方
法
を
想
定
す
る

し
か
な
い
。
他
方
、
起
訴
に
至
ら
な
い
場
合
、
株
価
下
落
な
ど
株
主
代
表
訴
訟
提
訴
に
対
し
て
は
経
営
判
断
原
則
に
基
づ
く
上
記
の
四
つ

の
観
点
か
ら
の
抗
弁
の
主
張
も
可
能
と
な
ろ
う
。

第
三
に
、
具
体
的
な
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
し
て
事
前
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
強
化
、
不
祥
事
発
覚
時
の
対
応
、
事
後
的
責
任
処
理

の
三
点
か
ら
米
国
Ｃ
Ｏ
Ｓ
Ｏ
報
告
書
に
基
づ
く
Ｅ
Ｒ
Ｍ
の
各
要
素
毎
に
検
討
す
る
と
、
①
統
制
環
境
で
は
担
当
セ
ク
シ
ョ
ン
の
組
織
的
連

携
と
独
立
性
維
持
、
②
リ
ス
ク
の
評
価
・
対
応
で
は
、
外
国
の
賄
賂
の
法
制
度
の
事
前
評
価
が
あ
る
。
不
正
競
争
防
止
法
と
は
独
立
し
て

外
国
法
令
が
適
用
さ
れ
、
ま
た
外
国
法
令
に
お
け
る
賄
賂
の
許
容
度
が
翻
っ
て
同
第
一
八
条
一
項
の
嫌
疑
に
影
響
す
る
た
め
で
あ
る
。
英

国
賄
賂
防
止
法
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
適
用
可
能
性
に
つ
い
て
、
従
業
員
雇
用
、
通
信
手
段
な
ど
管
轄
権
が
及
ん
で
い
る
こ
と
の
確
認
が
求
め
ら

れ
る
。
③
統
制
活
動
か
ら
は
、
個
別
の
リ
ス
ク
審
査
が
客
観
的
基
準
で
な
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
と
な
り
、
代
理
人
や
ア
シ
ス
タ
ン
ト
を
利

用
す
る
場
合
は
、
国
籍
、
業
務
委
託
契
約
に
お
け
る
法
的
帰
責
の
切
断
な
ど
の
確
認
が
必
要
で
あ
る
。
④
情
報
・
伝
達
に
つ
い
て
は
、
社

内
倫
理
規
定
策
定
、
内
部
周
知
活
動
、
各
国
の
情
報
蓄
積
・
共
有
化
が
あ
る
。
⑤
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
個
別
案
件
処
理
の
プ
ロ

セ
ス
を
監
査
す
る
独
立
セ
ク
シ
ョ
ン
の
設
置
・
運
用
が
重
要
と
な
り
、
内
部
通
報
制
度
導
入
・
不
利
益
処
分
排
除
、
会
計
報
告
の
信
頼
性

審
査
、
第
三
者
委
員
会
設
置
が
求
め
ら
れ
る
。

第
四
に
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
に
よ
り
、
先
ず
株
価
下
落
、
信
頼
失
墜
、
海
外
事
業
撤
退
な
ど
の
事
前
防
止
が
図
ら
れ
る
。
次

に
法
的
側
面
で
も
、
不
正
競
争
防
止
法
の
両
罰
規
定
か
ら
法
人
の
責
任
が
問
わ
れ
た
場
合
に
、
従
業
員
の
選
任
監
督
上
の
過
失
が
な
か
っ

六
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た
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
に
は
内
部
統
制
を
含
む
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
策
定
が
重
要
な
事
実
と
な
り
得
る
と
と
も
に
、
善
管
注
意

義
務
違
反
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
に
お
い
て
も
体
制
整
備
と
運
用
は
経
営
判
断
原
則
の
抗
弁
主
張
の
前
提
と
な
る
。
英
国
賄
賂
防
止
法
に

お
け
る
贈
賄
防
止
策
懈
怠
罪
適
用
に
お
い
て
は
、
正
し
く
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
の
策
定
・
運
用
が
適
正
手
続
の
抗
弁
と
な
り
、

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
つ
い
て
も
Ｄ
Ｏ
Ｊ
や
Ｓ
Ｅ
Ｃ
と
の
司
法
取
引
に
お
け
る
考
慮
要
素
と
な
り
得
る
。
さ
ら
に
企
業
の
社
会
的
責
任
（
Ｃ
Ｓ
Ｒ
）

に
関
し
て
も
、
そ
の
責
任
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
と
い
え
よ
う
。
ま
た
第
五
に
、
行
政
指
針
と
法
律
の
錯
誤
に
つ
き
、
経
済
産
業
省
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
な
ど
を
信
頼
し
て
も
責
任
故
意
は
阻
却
さ
れ
ず
に
外
国
公
務
員
贈
賄
罪
が
成
立
し
得
る
こ
と
も
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
（
27
）

。

七
．
国
際
汚
職
行
為
防
止
法
に
お
け
る
域
外
適
用
の
考
察

1
．
英
国
贈
収
賄
禁
止
法
と
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
相
違
点

英
国
贈
収
賄
禁
止
法
と
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
と
は
類
似
点
も
多
い
が
、
相
違
点
と
し
て
（
28
）

、
民
間
人
の
賄
賂
禁
止
、
企
業
に
関
す
る
管
轄
拡
大
、
目

的
に
関
す
る
表
現
の
拡
大
、A
ffi  rm
ative D

efence
（
営
業
活
動
に
関
す
る
抗
弁
）
が
な
い
こ
と
、
裁
量
の
余
地
の
な
い
機
械
的
業
務
に
対

す
るF

acilitaion P
aym
ents

の
例
外
も
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

2
．
英
国
贈
収
賄
禁
止
法
の
域
外
適
用

英
国
贈
収
賄
禁
止
法
で
は
（
七
条
）、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
同
様
に
内
部
統
制
な
ら
び
に
文
書
化
要
求
が
法
制
化
さ
れ
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
で
は
域
外

適
用
を
認
め
て
お
り
（
29
）

、
企
業
と
し
て
は
今
後
は
適
切
な
文
書
化
・
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
必
要
と
な
る
。
域
外
適
用
が
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
で
大

き
な
問
題
と
な
る
中
、
今
後
はU

K
 B
ribery A

ct 2010 

の
域
外
適
用
の
対
策
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
本
法
の
域
外
適
用
に
つ
い
て
、
英

国
内
お
よ
び
そ
の
他
の
管
轄
区
域
内
で
犯
さ
れ
た
犯
罪
に
つ
い
て
は
居
住
地
、
設
立
地
ま
た
は
市
民
権
を
理
由
と
し
て
英
国
と
密
接
に
関

六
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連
し
て
い
る
場
合
、
英
国
裁
判
所
が
裁
判
管
轄
を
有
す
る
。
英
国
外
で
設
立
ま
た
は
英
国
外
に
拠
点
を
有
す
る
団
体
の
場
合
、
英
国
で
事

業
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
行
っ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
か
否
か
は
事
案
に
よ
り
決
定
さ
れ
、
英
国
裁
判
所
が
最
終
決
定
権
を
有
す
る
。
外

国
企
業
に
よ
る
英
国
以
外
の
行
為
も
適
用
対
象
と
な
り
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
比
し
域
外
適
用
の
適
用
範
囲
が
広
い
。
海
外
子
会
社
に
つ
き
英
国

本
社
に
代
わ
り
汚
職
行
為
を
行
っ
た
こ
と
が
立
証
さ
れ
れ
ば
七
条
違
反
（F

ailure of com
m
ercial organisations to prevent bribery

）
の

可
能
性
が
あ
り
、
海
外
子
会
社
の
適
用
対
象
如
何
に
関
わ
ら
ず
本
社
は
贈
収
賄
罪
防
止
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
る
。
海
外
子

会
社
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
な
ら
び
に
グ
ロ
ー
バ
ル
・
グ
ル
ー
プ
内
部
統
制
が
重
要
と
な
ろ
う
。

3
．
国
際
汚
職
行
為
防
止
法
に
お
け
る
域
外
適
用
の
考
察

私
見
で
あ
る
が
、
国
際
汚
職
行
為
防
止
法
に
に
関
し
て
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
国
際
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
事
例
の
起
訴
理
由
な
ど
の
検
討
を
通

じ
て
、
米
国
証
券
法
、
独
禁
法
な
ど
と
同
様
に
、
属
地
主
義
の
拡
張
、
主
観
的
属
地
主
義
お
よ
び
客
観
的
属
地
主
義
か
ら
効
果
基
準
へ
拡

大
を
み
せ
つ
つ
あ
り
、
勢
い
恣
意
的
で
ご
都
合
主
義
的
に
な
り
つ
つ
あ
る
感
が
否
め
な
い
点
は
従
前
の
域
外
適
用
の
問
題
と
共
通
す
る
。

経
済
刑
法
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
要
因
が
強
い
領
域
で
あ
り
、
域
外
適
用
の
対
応
や
統
一
ル
ー
ル
を
考
察
す
る
上
で
、
独
禁
法
、
米
国

証
券
法
・
金
融
法
以
上
に
経
済
政
策
等
の
衝
突
よ
り
も
各
国
国
内
法
領
域
と
の
法
抵
触
等
の
観
点
か
ら
各
領
域
毎
に
精
緻
に
検
討
を
重
ね

る
こ
と
に
な
り
、
各
国
法
制
度
を
尊
重
し
属
地
主
義
を
基
本
と
し
つ
つ
も
、
刑
事
法
的
色
彩
も
強
く
主
観
的
属
地
主
義
の
ほ
か
、
効
果
主

義
の
制
限
規
範
と
し
て
、
事
案
に
応
じ
て
イ
ン
タ
レ
ス
ト
・
ア
ナ
リ
シ
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
や
相
互
主
義
な
ど
を
加
味
し
て
い
く
こ
と
に
な

ろ
う
（
30
）

。
他
方
、
マ
ネ
ー
・
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
は
テ
ロ
資
金
対
策
な
ど
を
目
的
と
し
、
域
外
適
用
の
局
面
で
法
抵
触
が
あ
る
場
合
は
、
む
し
ろ

そ
れ
を
解
消
さ
せ
る
よ
う
に
他
国
の
国
内
法
整
備
を
促
す
べ
き
内
容
を
有
す
る
。
域
外
適
用
の
場
合
は
一
般
に
ミ
ニ
マ
ム
・
ス
タ
ン
ダ
ー

ド
と
し
て
の
ル
ー
ル
に
従
う
こ
と
が
衡
平
と
な
ろ
う
が
、
当
該
分
野
で
は
法
執
行
で
な
く
法
創
造
に
向
け
て
の
事
実
上
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス

六
三
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メ
ン
ト
と
も
い
え
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
オ
ー
バ
ー
フ
ォ
ー
ル
等
も
求
め
ら
れ
よ
う
（
31
）

。
即
ち
、
イ
今
後
の
独
禁
法
・
米
国
証

券
法
分
野
の
域
外
適
用
に
関
し
て
は
、
反
致
（
外
交
軋
轢
）、
国
益
、
市
場
の
利
害
の
三
要
素
が
予
測
可
能
性
と
し
て
考
慮
さ
れ
、
効
果
主

義
適
用
の
様
相
が
強
ま
る
中
、
抑
制
を
図
る
規
準
の
考
察
が
進
め
ら
れ
よ
う
。
ⅱ
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
で
は
刑
事
法
的
色
彩
が
強
く
、
主
観
的
属
地

主
義
の
要
因
が
強
ま
り
、
反
面
市
場
の
利
害
の
要
因
は
薄
ま
ろ
う
。
ⅲ
マ
ネ
ー
・
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
で
は
さ
ら
に
刑
法
的
色
彩
が
強
ま
り
、

市
場
の
利
害
は
ほ
と
ん
ど
考
慮
対
象
か
ら
消
え
、
逆
に
全
世
界
統
一
的
な
規
範
形
成
を
各
国
に
迫
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

八
．
国
際
汚
職
行
為
防
止
法
と
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
交
錯
な
ら
び
に
我
が
国
の
法
実
務
の
影
響

1
．
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
ジ
レ
ン
マ

私
見
で
あ
る
が
、R

ed F
lag

は
、
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
と
融
合
し
た
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
策
定
と
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法

九
二
二
条
の
相
克
に
お
い
て
、
運
用
上
の
調
整
指
針
と
な
り
得
る
。R

ed F
lag

を
織
り
込
ん
だ
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
策

定
な
ら
び
に
内
部
統
制
構
築
に
よ
り
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
な
ど
の
域
外
適
用
に
対
し
て
も
有
効
に
対
処
で
き
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
に
対
処
す
る
国
際
汚
職
行
為
防
止
法
、
金
融
危
機
の
再
発
防
止
を
主
旨
と
す
る
同
法
、
取
締
役
の
経
営
判
断
原
則
適
用
に
よ
る
安
易

な
免
責
に
歯
止
め
を
か
け
る
べ
きR

ed F
lag

は
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
方
向
の
中
で
、
域
外
適
用
も
含
め
て
相
互
に
交
錯
し
、
絡
み

合
っ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
か
。R

ed F
lag

は
、
取
締
役
は
社
内
の
不
正
行
為
に
疑
惑
を
抱
い
た
と
き
に
対
処
義
務
を
負
い
、
事
実
に

対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
対
処
を
行
わ
な
い
と
き
は
受
託
者
責
任
（fi duciary duty

）
に
お
け
る
注
意
義
務
（duty of care

）
違
反
な
ら

び
に
忠
実
義
務
（duty of loyalty

）
の
中
の
誠
実
（good faith

）
義
務
違
反
と
な
り
、
損
害
が
発
生
す
れ
ば
重
過
失
と
な
り
、
責
任
を
負

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
が
米
国
判
例
法
に
お
け
る
規
準
で
あ
る
。C

itigroup

事
件
判
決
（F

ebruary24,2009

）
に
お
い
て
八
つ

六
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九
）

のR
ed F

lag

が
原
告
か
ら
示
さ
れ
る
（
32
）

。
私
見
で
あ
る
が
、
米
国
Ｃ
Ｏ
Ｓ
Ｏ
報
告
書
に
由
来
す
る
戦
略
的
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
し
て

の
Ｅ
Ｒ
Ｍ
（E

nterprise R
isk M

anagem
ent

統
合
的
リ
ス
ク
管
理
態
勢
）
は
経
営
判
断
原
則
に
関
す
る
吟
味
の
規
準
に
も
関
わ
る
部
分
で
あ

ろ
う
（
33
）

。
経
営
戦
略
面
の
マ
イ
ナ
ス
評
価
を
下
す
べ
き
、
消
極
的
妥
当
性
の
評
価
局
面
で
はR

ed F
lag

対
処
義
務
が
早
め
に
撤
収
す
べ
き

で
あ
っ
た
と
い
う
事
前
予
防
の
規
準
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
経
営
戦
略
の
中
で
リ
ス
ク
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
伴
う
も
の
は

Ｅ
Ｒ
Ｍ
と
し
て
把
握
で
き
、
Ｅ
Ｒ
Ｍ
の
中
にR

ed F
lag

対
処
義
務
を
活
用
で
き
る
局
面
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
が

問
題
と
な
る
場
面
で
は
、
経
営
判
断
原
則
は
原
則
と
し
て
機
能
せ
ず
、
経
営
判
断
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
法
令
を
犯
す
こ
と
は
許
さ

れ
な
い
。
し
か
し
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
超
え
、
事
前
予
防
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
し
て
経
営
判
断
原
則
が
機
能
し
う
る
境
界
の

場
面
で
はR

ed F
lag

対
処
義
務
を
活
用
で
き
る
。
他
方
、
Ｅ
Ｒ
Ｍ
の
中
で
も
全
く
別
の
戦
略
を
採
る
選
択
肢
が
あ
っ
た
場
合
はR

ed 

F
lag

対
処
義
務
で
は
対
応
し
に
く
い
。
そ
の
戦
略
は
採
る
べ
き
で
な
か
っ
た
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
評
価
の
局
面
に
お
い
て
有
用
に
機
能
し

得
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、Red F

lag
対
処
義
務
は
経
営
戦
略
全
般
に
広
く
機
能
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
限
定
さ
れ
て
こ
よ
う
。

情
報
伝
達
過
程
は
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
・
内
部
統
制
と
連
携
し
、R

ed F
lag

対
処
義
務
の
履
行
の
た
め
の
前
提
と
し
て
違
法
行
為

等
の
情
報
が
取
締
役
会
に
伝
達
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
経
営
判
断
に
よ
る
免
責
は
法
令
遵
守
が
前
提
で
あ
る
。
そ
の
上
で
裁
量
部
分

は
、
吟
味
の
規
準
と
し
て
扱
わ
れ
る
に
せ
よ
、
免
責
の
た
め
に
は
更
な
る
絞
り
込
み
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
絞
り
込
み
の
規
準
と
し
て
は
法

令
的
色
彩
を
有
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。R

ed F
lag

対
処
義
務
を
採
り
上
げ
る
価
値
が
そ
こ
に
あ
る
。
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
域
外

適
用
が
問
題
と
な
る
中
、
判
例
理
論
で
あ
り
米
国
法
と
し
て
の
直
接
的
な
域
外
適
用
で
は
な
い
が
、
受
託
者
責
任
、
権
限
分
配
論
な
ど
我

が
国
の
規
範
形
成
に
実
質
的
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
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2
．R

ed Flag

対
処
義
務
の
考
察
と
活
用
│
シ
テ
ィ
規
準
な
ら
び
に
経
営
判
断
原
則
と
Ｅ
Ｒ
Ｍ
│

⑴　
R
ed Flag

対
処
義
務
の
活
用

C
itigroup

事
件
で
は
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
制
定
前
の
金
融
危
機
直
前
に
八
つ
の
徴
候
が
存
在
し
た
こ
と
を
訴
状
に
取
り
入
れ
た
（
34
）

。

従
業
員
の
業
務
に
不
法
行
為
が
あ
る
こ
と
を
取
締
役
が
認
識
し
た
時
点
をR

ed F
lag

と
喩
え
、
認
識
す
れ
ば
隠
蔽
も
善
管
注
意
義
務
違

反
で
あ
り
、
兆
候
を
察
し
た
場
合
顧
問
弁
護
士
に
相
談
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。R

ed F
lag

は
、G

raham
 v. A

llis-C
halm

ers 

M
anufhcturing C

o.41 D
el.C
h.78, 188A

.2d125

（D
el.S
upr.1963

）
事
件
で
米
国
判
例
に
よ
り
理
論
化
さ
れ
た
。A

llis-C
halm

ers 

M
anufhcturing C

om
pany

が
脱
税
し
、
ト
ラ
ス
ト
な
ど
不
法
行
為
を
し
て
提
訴
さ
れ
、
善
管
注
意
義
務
違
反
と
し
て
認
識
さ
れ
た
が
、

製
薬
会
社
が
医
師
に
賄
賂
を
送
っ
たC

arem
ark

事
件
（698A

.2d959

（D
el.C
h.199

））、D
isney

事
件
（906A

.2d27

（D
el.2006

））
に
お
い

て
誠
実
義
務
も
内
包
さ
れ
、
不
誠
実
行
為
の
第
三
類
型
の
故
意
の
義
務
放
棄
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
（
35
）

。

⑵　

R
ed Flag

と
我
が
国
企
業
経
営
へ
の
影
響

取
締
役
が
株
主
か
ら
受
託
す
る
信
認
義
務
（fi duciary duty

）
は
、
注
意
義
務
（duty of care

）
と
忠
実
義
務
（duty of loyalty

）
に
大

別
で
き
、
忠
実
義
務
と
し
て
取
締
役
は
会
社
の
利
益
を
第
一
に
合
理
的
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
誠
実
（good faith

）
義
務
、
利
益
相

反
が
な
い
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
注
意
義
務
に
お
い
て
結
果
責
任
は
問
わ
れ
ず
、
誠
実
さ
が
推
定
さ
れ
る
場
合
は
結
果
的
に
誤
っ
た
判
断

も
許
容
さ
れ
、
挙
証
責
任
は
原
告
に
あ
る
。
経
営
判
断
原
則
は
忠
実
義
務
違
反
で
用
い
る
厳
格
な
完
全
公
正
基
準
、
一
九
八
五
年
ユ
ノ
カ

ル
事
件
に
よ
る
中
間
基
準
に
比
し
て
緩
い
基
準
と
な
る
。R

ed F
lag

は
、
監
視
義
務
か
ら
派
生
し
、
忠
実
義
務
の
誠
実
（
公
正
）
義
務
と

し
て
扱
わ
れ
る
。
私
見
で
あ
る
が
、
我
が
国
で
は
概
し
て
経
営
陣
は
株
主
を
意
識
し
た
経
営
を
せ
ず
、
受
託
者
責
任
に
お
け
る
忠
実
義
務

の
認
識
に
弱
く
、
判
例
な
ど
で
も
善
管
注
意
義
務
の
大
枠
の
中
に
忠
実
義
務
な
ど
を
包
摂
し
て
い
く
傾
向
が
あ
る
。
今
後
は
ド
ッ
ド
・
フ

六
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ラ
ン
ク
法
の
影
響
を
受
け
、R

ed F
lag

も
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
経
営
陣
は
現
在
以
上
に
受
託
者
責
任
等
を
意
識
し
た
経
営
を
行
わ
ざ

る
を
得
な
く
な
ろ
う
。
第
一
に
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
九
二
二
条
制
定
に
よ
り
本
来
的
に
は
裁
量
た
る
経
営
判
断
部
分
ま
で
、
経
営
陣

と
し
て
は
法
令
と
も
い
え
る
域
外
適
用
を
含
め
た
同
法
に
よ
る
経
営
面
へ
の
制
約
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
従
業
員
の
行
動
に
対

し
て
従
前
以
上
の
配
慮
が
必
要
と
な
り
、
経
営
陣
と
従
業
員
の
間
で
萎
縮
効
果
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
調
整
弁
的
な
役
割

が
必
要
と
な
り
、
同
法
九
二
二
条
の
具
体
的
な
遵
守
指
針
と
し
てR

ed F
lag

基
準
の
考
え
方
を
経
営
陣
た
る
取
締
役
に
お
け
る
自
己
規

律
・
規
範
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
第
二
に
、R
ed F

lag

を
用
い
る
場
合
、
内
部
統
制
と
い
う
よ
り
も
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
の
位
置
づ
け
と
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
我
が
国
会
社
法
に
お
け
る
内
部
統
制
の
概
念
に
は
、
法
令
遵
守
と
共
に
損
失
管
理
が
規
定
さ
れ
、

元
来
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
含
む
も
の
と
な
っ
て
は
い
る
。
信
認
義
務
・
受
託
者
責
任
の
明
確
化
を
通
じ
て
、
取
締
役
の
事
前
予
防
的

な
防
弾
機
能
と
な
り
、
リ
ス
ク
は
回
避
さ
れ
よ
う
が
、
や
は
り
経
営
面
の
萎
縮
効
果
に
繋
が
り
か
ね
な
い
。
こ
の
た
め
回
避
で
な
く
、
リ

ス
ク
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
し
て
い
か
にR
ed F

lag
の
構
築
・
運
用
を
図
る
か
が
重
要
と
な
ろ
う
。
我
が
国
は
、
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
を
構

築
す
る
こ
と
自
体
は
長
け
て
い
よ
う
が
、
ダ
ス
キ
ン
事
件
（
36
）

に
み
る
と
お
り
、
そ
の
運
用
面
は
上
手
く
な
い
。R

ed F
lag

は
事
前
予
防
の

局
面
で
あ
り
、
法
令
遵
守
が
当
然
の
前
提
に
な
る
が
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
し
てR

ed F
lag

が
出
さ
れ
れ
ば
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
と
し
て
も
取
締
役
の
責
任
と
し
て
は
ぎ
り
ぎ
り
の
状
態
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

事
前
防
止
的
な
意
義
を
持
つR

ed F
lag

を
織
り
込
む
経
営
判
断
原
則
を
採
用
し
、
日
本
法
も
倣
っ
た
場
合
、
ハ
イ
リ
ス
ク
・
ハ
イ
リ

タ
ー
ン
の
経
営
戦
略
が
頓
挫
し
た
時
の
責
任
が
非
常
に
重
く
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
大
胆
な
経
営
を
し
に
く
く
、
結
果
的
に
会
社
の
利
益

は
伸
び
ず
、
株
主
配
当
も
減
少
す
る
懸
念
が
あ
る
。
企
業
は
飛
躍
的
発
展
が
望
め
ず
、
極
力
内
部
留
保
に
努
め
、
株
主
と
取
締
役
は
対
立

す
る
。
取
締
役
が
不
作
為
に
よ
り
経
営
判
断
基
準
を
か
わ
す
こ
と
の
懸
念
も
指
摘
さ
れ
、
正
し
く
リ
ス
ク
を
見
る
目
を
潰
し
、
挑
戦
を
避
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け
る
経
営
の
風
潮
と
な
り
か
ね
な
い
。
同
法
九
二
二
条
に
よ
る
内
部
告
発
を
意
識
し
、
さ
ら
にR

ed F
lag

を
織
り
込
ん
だ
プ
ロ
グ
ラ
ム

策
定
に
お
い
て
、
経
営
陣
は
対
従
業
員
の
み
な
ら
ず
、
対
株
主
の
間
で
も
二
重
に
萎
縮
効
果
を
受
容
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
調
整
弁
と
し
て

のR
ed F

lag
導
入
に
は
な
お
実
務
上
難
し
い
要
因
が
あ
る
。
法
令
遵
守
で
な
く
、
事
前
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
か
か
る
部
分
で
、

大
枠
と
し
て
戦
略
的
・
前
向
き
な
内
部
統
制
で
あ
る
Ｅ
Ｒ
Ｍ
の
十
全
な
導
入
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

⑶　

Citigroup
規
準
とR

ed Flag

C
itigroup

事
件
判
決
は
、
社
内
に
お
け
る
違
法
行
為･

不
正
行
為
発
生
リ
ス
ク
以
外
の
リ
ス
ク
管
理
に
関
す
る
事
件
で
あ
り
、

C
itigroup

が
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
市
場
に
参
入
し
、
債
務
担
保
証
券
（C

D
O
s

）
を
扱
い
、
異
な
っ
た
リ
ス
ク
・
リ
タ
ー
ン
の
レ
ベ
ル

を
持
つ
種
類
の
証
券
か
ら
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
権
利
を
売
却
し
た
こ
と
に
よ
り
巨
額
の
損
失
が
発
生
し
た
と
し
て
取
締
役
等
に
対
し

損
失
賠
償
を
求
め
た
株
主
代
表
訴
訟
で
あ
る
。
原
告
はR

ed F
lag

を
指
摘
し
、
取
締
役
会
は
取
締
役
の
過
半
数
が
以
前
のE

nron

事
件

に
関
す
る
行
為
時
に
取
締
役
と
し
て
職
務
を
行
っ
て
い
る
こ
と
、
Ａ
Ｒ
Ｍ
委
員
会
（A

udit and R
isk M

anagem
ent C

om
m
ittee

監
査
・
リ
ス

ク
管
理
委
員
会
）
の
メ
ン
バ
ー
で
財
務
専
門
家
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
た
め
、R

ed F
lag

に
気
付
く
べ
き
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
。

デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
高
裁
判
所
は
、
不
誠
実
な
行
為
は
取
締
役
が
意
図
的
に
会
社
の
最
善
の
利
益
を
増
進
し
な
い
行
為
を
し
た
場
合
、
意
図

的
に
通
用
さ
れ
る
実
定
法
に
違
反
し
た
行
為
を
し
た
場
合
、
ま
た
は
意
識
的
な
義
務
の
無
視
を
証
明
し
て
作
為
義
務
が
あ
る
と
知
っ
て
い

る
に
も
関
わ
ら
ず
意
図
的
に
行
為
を
し
な
い
場
合
に
見
出
さ
れ
る
と
判
示
し
た
。
最
近
に
お
い
て
同
州
最
高
裁
判
所
は
取
締
役
の
個
人
責

任
を
追
及
す
る
原
告
に
と
っ
て
過
大
な
証
明
責
任
も
負
わ
せ
て
い
る
（
37
）

。C
itigroup

事
件
判
決
、
Ａ
Ｉ
Ｇ
事
件
判
決
（A

m
erican 

lnternational G
roup, lnc. C

onsolidated D
erivative L

itigation, 965A
.2d763

（D
el.C
h.2009

）
は
取
締
役
の
監
督
義
務
が
問
題
と
さ
れ
た
事

例
で
あ
る
が
、
判
決
の
相
違
点
は
、
第
一
に
、
Ａ
Ｉ
Ｇ
事
件
判
決
で
取
締
役
の
監
督
義
務
に
閏
し
、
被
告
取
締
役
の
訴
訟
却
下
の
申
立
て

六
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藤
川
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五
三
）

（m
otion to dism

iss

）
が
否
定
さ
れ
、C

itigroup

事
件
判
決
で
は
、
被
告
取
締
役
の
訴
訟
却
下
の
申
立
て
が
認
容
さ
れ
た
。
第
二
に
、

Ａ
Ｉ
Ｇ
事
件
判
決
は
役
員
ら
に
よ
る
粉
飾
決
算
に
係
る
詐
欺
的
ス
キ
ー
ム
が
焦
点
と
な
り
、C

itigroup

事
件
判
決
は
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム

ロ
ー
ン
市
場
参
入
と
ビ
ジ
ネ
ス･

リ
ス
ク
に
対
す
る
管
理
が
焦
点
と
な
っ
た
。
取
締
役
の
リ
ス
ク
管
理
に
関
す
る
義
務
が
判
決
が
異
な
る

結
論
と
な
っ
た
重
要
な
点
で
あ
る
。

私
見
で
あ
る
が
、
取
締
役
の
経
営
責
任
が
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
関
連
規
程
強
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
逆
に
経
営
判
断

原
則
適
用
に
よ
り
免
責
さ
れ
て
き
た
が
、
最
近
の
動
向
と
し
て
、C

iti

規
準
に
よ
る
安
易
な
免
責
が
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
て
き
た
側
面
が

み
ら
れ
る
こ
と
は
留
意
さ
れ
る
（
38
）

。
海
外
の
格
付
会
社
の
敗
訴
な
ど
、
逆
に
米
国
に
対
す
る
域
外
的
な
影
響
も
背
景
に
あ
ろ
う
か
。
受
託
者

責
任
の
内
容
と
し
て
、
注
意
義
務
（duty of care

）、
忠
実
義
務
（duty of loyalty

）、
自
己
執
行
義
務
（duty not to delegate

）、
分
別
管

理
義
務
（segregation rule

）
に
分
類
す
る
考
え
方
か
ら
は
（
39
）

、
注
意
義
務
は
過
失
責
任
、
忠
実
義
務
は
無
過
失
責
任
で
中
核
部
分
は
誠
実

義
務
（duty of good faith

）
と
さ
れ
る
。
忠
実
義
務
は
無
過
失
責
任
と
し
て
厳
格
で
あ
る
反
面
、
経
営
判
断
原
則
に
よ
る
免
責
対
象
と
な

り
や
す
い
部
分
で
も
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そR

ed F
lag

対
処
義
務
が
明
確
な
規
準
と
し
て
必
要
と
な
り
、
厳
格
な
無
過
失
責
任
た
る
忠
実

義
務
の
部
分
で
事
前
予
防
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
し
て
機
能
す
る
べ
き
も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
官
は
注
意
義
務
と

し
て
位
置
付
け
、
Ａ
Ｒ
Ｍ
委
員
会
で
は
リ
ス
ク
を
十
分
に
認
識
し
て
監
査
を
行
っ
た
と
す
る
。
誠
実
義
務
の
中
の
明
確
な
規
準
と
し
て
位

置
付
け
れ
ば
、
取
締
役
がR

ed F
lag

が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
警
告
に
従
え
ば
事
前
予
防
機
能
を
果
た
し
得
た
は
ず
と
し
て
原
告
勝
訴

に
繋
が
り
や
す
い
。C

itigroup

事
件
で
は
注
意
義
務
と
し
て
と
ら
え
た
た
め
、
被
告
有
利
の
緩
や
か
な
経
営
判
断
原
則
に
よ
り
原
告
は

敗
訴
し
た
が
、
今
後
はR

ed F
lag

対
処
義
務
は
忠
実
義
務
を
構
成
す
る
部
分
と
し
て
再
構
築
さ
れ
て
い
こ
う
か
。C

arem
ark

事
件
は

医
療
薬
品
企
業
が
研
究
費
名
目
で
医
者
に
賄
賂
を
送
り
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
が
問
わ
れ
、
取
締
役
が
十
分
な
情
報
を
知
っ
て
い
る
と
の
モ

六
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ニ
タ
ー
制
度
確
立
、
リ
ス
ク
委
員
会
と
取
締
役
の
報
酬
制
度
確
立
の
プ
ロ
セ
ス
の
重
視
が
問
わ
れ
た
。
こ
の
点
で
、C

itigroup

事
件
の

C
iti

規
準
はR

ed F
lag

と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
軽
視
し
て
お
り
、C

arem
ark

事
件
判
決
の
考
え
方
を
無
視
し
た
経
営
陣
の
責
任
追
及
に

と
っ
て
緩
い
規
準
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

3
．
法
領
域
の
交
錯
と
域
外
適
用
な
ら
び
にR

ed Flag

従
来
は
域
外
適
用
問
題
に
つ
い
て
は
、
独
禁
法
を
中
心
に
考
察
す
れ
ば
よ
く
、
判
例
形
成
な
ど
を
通
じ
て
概
念
の
精
緻
化
も
進
め
ら
れ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
新
た
に
国
際
金
融
、
国
際
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
な
ど
国
際
取
引
法
の
多
様
な
領
域
、
交
錯
領
域
で
域
外
適
用
問
題

が
議
論
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
独
禁
法
領
域
に
お
い
て
も
国
際
カ
ル
テ
ル
に
対
す
る
厳
罰
化
の
流
れ
の
中
で
、
日
台
韓
の
液
晶
パ
ネ
ル

メ
ー
カ
ー
が
米
国
に
お
い
て
カ
ル
テ
ル
を
結
び
不
当
に
価
格
操
作
を
行
っ
た
と
し
て
反
ト
ラ
ス
ト
法
違
反
に
問
わ
れ
た
友
達
光
電
（A

U
 

O
ptronics

）
に
対
し
二
〇
一
二
年
三
月
一
三
日
米
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
北
部
連
邦
地
裁
陪
審
団
に
よ
り
有
罪
評
決
が
言
い
渡
さ
れ
た
（
40
）

。

他
方
、
経
営
判
断
原
則
お
よ
びR
ed F

lag
規
準
に
関
し
て
は
、C

itigroup

判
決
（F

ebruary24,2009

）
に
続
くB

ear S
tearns

判
決

（N
.Y
. D
ecem

ber23,2009 （41
）

）
を
読
む
と
、
原
告
はB

ear S
tearns

の
株
主
でJP

 M
organt

と
の
合
併
に
よ
り
受
け
た
損
失
を
取
締
役
の

信
認
義
務
違
反
と
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
、
合
併
に
お
い
て
不
法
行
為
が
行
わ
れ
た
と
主
張
し
た
。
被
告
の
行
為
は
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
従

来
の
判
例
に
則
る
と
経
営
判
断
原
則
の
射
程
の
も
の
で
信
認
義
務
違
反
に
な
ら
ず
敗
訴
す
る
が
、
原
告
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
に
則
る
と

違
反
で
あ
る
と
し
、
過
去
に
勝
訴
し
た
判
例
（In re C

ablevision S
ys. C

orp. S
’holders L

itig., 2008

）
と
の
法
的
類
似
性
を
主
張
し
た
が
、

裁
判
所
は
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
法
を
適
用
し
、
経
営
判
断
原
則
適
用
に
よ
り
原
告
敗
訴
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
米
国
の
州
際
の
域
外
適
用
の
関
連

事
例
と
も
い
え
よ
う
。
さ
ら
にD

ow
 C
hem
ical

判
決
（D

ecem
ber31,2009 （42

）
）
は
、R

ohm
 &
 H
aas C

om
pany

と
取
引
が
も
つ
れ
、
生
じ

た
損
害
回
復
を
求
め
た
株
主
代
表
訴
訟
で
あ
る
。
原
告
は
、
被
告
が
信
認
義
務
（their fi duciary duties

）
に
違
反
し
、R

ed F
lag

と
し

六
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て
、
①R

ohm
 &
 H
aas C

om
pany

と
の
取
引
を
是
認
し
て
い
る
。
②R

ohm
 &
 H
aas C

om
pany

と
の
取
引
やK

uw
aiti com

pany

の

合
弁
事
業
に
お
い
て
恣
意
的
に
偽
装
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
③
賄
賂
、
偽
装
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
、
無
駄
な
支
払
い
等
が
あ
り
、
挽

回
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
掲
げ
る
。
裁
判
所
は
原
告
のR

ed F
lag

を
退
け
て
い
る
。
各
判
決
文
を
読
む
限
り
、
原
告
の
主
張
す
るR

ed 

F
lag

の
内
容
は
徐
々
に
抽
象
化
し
て
進
化
し
つ
つ
あ
り
、
争
点
と
な
る
こ
と
を
裁
判
所
は
認
め
る
が
、
原
告
の
請
求
を
認
容
す
る
に

至
っ
て
い
な
い
。D

ow
 C
hem
ical

判
決
で
は
、
合
弁
会
社
に
関
し
て
ク
ウ
ェ
ー
ト
政
府
と
の
間
で
賄
賂
が
供
与
さ
れ
た
が
、D

ow
 

C
hem
ical

の
経
営
者
が
賄
賂
拡
張
を
図
っ
た
事
実
は
認
定
さ
れ
て
も
業
務
円
滑
化
の
た
め
の
常
識
的
な
支
払
と
し
て
のF

acilitaion 

P
aym
ents

と
し
て
賄
賂
の
原
因
をD

ow
 C
hem
ica

に
帰
す
る
は
合
理
的
と
は
い
え
な
い
と
す
る
。
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
域
外
適
用
と
交
錯
す
る

事
案
で
も
あ
ろ
う
。
私
見
で
あ
る
が
、
調
整
弁
と
し
て
事
前
予
防
機
能
を
果
た
す
と
み
ら
れ
るR

ed F
lag

の
概
念
の
精
緻
・
具
体
化
が

さ
れ
る
に
つ
れ
、
域
外
適
用
と
併
せ
、
裁
判
所
の
判
断
の
変
化
が
注
視
さ
れ
よ
う
。R

ed F
lag

は
内
部
統
制
と
い
う
よ
り
も
、
リ
ス
ク

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
Ｅ
Ｒ
Ｍ
）
の
位
置
づ
け
に
近
づ
き
、
経
営
戦
略
面
の
マ
イ
ナ
ス
評
価
を
下
す
べ
き
局
面
でR

ed F
lag

対
処
義
務
が
早
め

に
撤
収
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
事
前
予
防
規
準
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
今
後
、
我
が
国
に
お
い
て
も
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン

ク
法
に
よ
る
実
質
的
な
域
外
的
な
法
規
範
形
成
の
影
響
を
受
け
、R

ed F
lag

を
取
り
入
れ
、
経
営
陣
は
い
ま
以
上
に
株
主
以
外
の
従
業

員
な
ど
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
を
含
め
、
受
託
者
責
任
を
意
識
し
た
企
業
経
営
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

4
．
セ
イ
オ
ン
ペ
イ
な
ら
び
に
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
の
相
関

R
ed F

lag

に
つ
い
て
は
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
で
あ
る
セ
イ
オ
ン
ペ
イ
、
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
と
の
相
関

も
注
視
さ
れ
よ
う
。
同
法
九
七
一
条
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
対
し
て
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
（proxy access

）
ル
ー
ル
採
用
の
認
可
権
限
を
与
え

る
（
43
）

。
株
主
が
会
社
の
株
主
総
会
招
集
通
知
を
自
身
の
候
補
者
の
取
締
役
指
名
の
た
め
に
使
用
を
許
さ
れ
る
ル
ー
ル
で
あ
り
、
こ
れ
を
広
め

六
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る
権
限
を
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
有
す
る
（
44
）

。
ま
た
九
五
一
条
は
、
株
主
が
株
主
総
会
に
お
い
て
役
員
報
酬
に
対
し
て
拘
束
力
の
な
い
決
議
を
行
う
権
利

で
あ
る
セ
イ
オ
ン
ペ
イ
（say on pay

）
を
定
め
、
両
者
は
弱
す
ぎ
る
株
主
の
発
言
力
を
強
化
し
、
取
締
役
の
権
限
を
抑
え
る
効
用
が
あ
り
、

R
ed F

lag
同
様
に
経
営
判
断
や
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
重
要
な
分
岐
点
に
な
り
得
る
。
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
に
関
す
る
近
時
の
司
法

判
断
は
興
味
深
い
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
申
し
立
て
が
退
け
ら
れ
規
則
案
の
無
効
が
決
定
さ
れ
、
議
論
が
さ
ら
に
深
ま
っ
て
い
る
（
45
）

。
株
主
に
委
任
状

ア
ク
セ
ス
を
認
め
る
理
由
に
つ
い
て
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
株
主
が
州
法
上
の
権
利
を
十
分
に
行
使
で
き
る
こ
と
に
求
め
る
が
、
規
則 14a-11 

は

州
法
上
の
権
利
行
使
を
逆
に
破
壊
す
る
と
み
る
見
解
も
あ
る
。
会
社
内
の
事
項
が
伝
統
的
に
州
法
に
割
り
当
て
ら
れ
る
か
ら
で
な
く
、
大

部
分
が
任
意
法
規
で
競
争
に
直
面
し
、
漸
進
的
発
展
を
す
る
州
法
が
連
邦
法
よ
り
も
株
主
と
経
営
者
の
権
限
分
配
を
扱
う
の
に
適
し
て
い

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
（
46
）

。

従
来
は
株
主
よ
り
取
締
役
の
方
が
裁
判
に
お
い
て
は
経
営
判
断
原
則
適
用
な
ど
に
よ
り
有
利
で
、D

ow
 C
hem
ical

事
件
、

B
earsterns

事
件
で
株
主
の
主
張
で
あ
るR

ed F
lag

は
影
響
力
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
。
経
営
判
断
に
お
い
て
取
締
役
会
が
圧
倒
的
に
優

利
な
立
場
に
あ
り
、
株
主
の
主
張
す
るR

ed F
lag

や
過
失
責
任
の
要
求
、
損
害
賠
償
請
求
は
認
め
ら
れ
に
く
い
状
況
が
続
い
て
き
た
。

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
成
立
に
よ
り
そ
の
溝
が
狭
ま
っ
て
い
く
傾
向
が
あ
り
、
株
主
の
地
位
が
上
が
りR

ed F
lag

の
主
張
が
通
る
よ
う

に
な
る
と
取
締
役
は
経
営
判
断
の
責
任
を
問
わ
れ
、
解
任
さ
れ
て
新
取
締
役
を
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
に
よ
り
選
任
す
る
過
程
に
お
い
て

影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
セ
イ
オ
ン
ペ
イ
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
取
締
役
の
報
酬
を
株
主
が
決
定
す
る
こ
と
が
自
然
な
流
れ
と

し
て
考
え
ら
れ
る
。
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
、
セ
イ
オ
ン
ペ
イ
は
取
締
役
に
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
か
け
、
不
祥
事
の
発
生
後
に
事
後
的
に
経

営
判
断
原
則
適
用
で
取
締
役
責
任
を
免
責
す
る
よ
り
も
、
事
前
防
止
の
点
で
慎
重
な
経
営
判
断
を
間
接
的
に
促
す
シ
ス
テ
ム
と
把
握
で
き

る
。
セ
イ
オ
ン
ペ
イ
自
体
は
取
締
役
の
報
酬
の
事
後
評
価
を
図
る
も
の
で
あ
る
が
、
事
前
防
止
の
側
面
も
内
包
し
て
い
よ
う
（
47
）

。
そ
の
意
味

六
四
〇
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で
はR

ed F
lag

と
も
接
点
が
あ
る
。

九
．R

ed F
lag

と
消
極
的
妥
当
性
な
ど

本
稿
で
は
、
英
米
法
に
お
け
る
国
際
汚
職
行
為
防
止
法
に
つ
い
て
検
討
し
、
摘
発
事
例
と
そ
の
対
策
と
し
て
の
域
外
適
用
の
考
察
を

行
っ
て
き
た
。
汚
職
行
為
防
止
法
に
関
し
て
は
、
中
国
に
お
け
る
海
外
贈
賄
条
項
制
定
に
対
し
て
も
企
業
の
対
処
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、

域
外
適
用
は
現
時
点
で
は
議
論
と
な
っ
て
い
な
い
も
の
と
み
ら
れ
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
し
た
い
。
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
大
き
な

枠
組
み
の
中
で
、
私
見
を
ま
と
め
て
み
た
い
。

第
一
に
、R

ed F
lag

自
体
は
、
内
部
告
発
を
経
営
陣
が
経
営
の
危
機
と
し
て
採
り
上
げ
な
い
こ
と
に
対
す
る
警
鐘
と
な
る
点
に
存
在

価
値
が
あ
る
。
法
規
範
性
を
持
た
せ
、
企
業
の
経
営
陣
が
独
自
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
採
り
入
れ
て
い
く
こ
と
で
相
克

を
調
和
に
転
換
す
る
き
っ
か
け
と
も
な
り
得
よ
う
。
経
営
陣
がR

ed F
lag

を
受
け
入
れ
る
だ
け
の
Ｅ
Ｒ
Ｍ
、
特
に
統
制
環
境
を
醸
成
す

る
必
要
が
あ
る
。
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
の
内
部
統
制
と
し
て
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
の
融
合
で
も
あ
る
。
一
方
で
、
内
部
告
発
に
経
営
陣
が

意
を
用
い
過
ぎ
る
と
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
型
に
変
容
し
、
内
部
統
制
を
弱
体
化
せ
し
め
か
ね
な
い
懸
念
も
あ
る
。

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
は
、
経
営
陣
が
従
業
員
に
対
し
、
不
正
防
止
の
研
修
・
教
育
を
実
践
す
る
こ
と
に
な
る

が
、
内
部
統
制
の
限
界
と
し
て
、
経
営
ト
ッ
プ
の
独
裁
に
繋
が
り
か
ね
な
い
懸
念
も
あ
る
。
並
行
し
て
経
営
陣
に
対
す
る
統
制
環
境

（control environm
ent

）
な
ど
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
強
化
の
充
実
が
必
須
と
な
る
所
以
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
経
営
者
の
抑
制
機
能
と
し
て
、

内
部
告
発
関
連
のR

ed F
lag

を
補
完
的
に
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
有
意
な
調
整
・
調
和
機
能
を
有
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
他
方
で
、
経

営
陣
は
内
部
告
発
・R

ed F
lag

を
怖
れ
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
意
を
用
い
、
萎
縮
効
果
を
も
た
ら
し
、
ひ
い
て
は
経
営
面
の
業
績
低
下
、

六
四
一
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配
当
減
少
な
ど
か
ら
株
主
の
信
認
を
損
ね
、
戦
略
的
Ｅ
Ｒ
Ｍ
の
根
本
思
想
と
は
逆
行
し
か
ね
な
い
と
い
う
懸
念
も
あ
る
。
こ
の
面
で
も

R
ed F

lag

活
用
が
限
定
さ
れ
る
要
因
が
あ
る
。
少
数
支
配
株
主
に
よ
る
Ｍ
Ｂ
Ｏ
な
ど
非
上
場
化
を
も
た
ら
し
、
少
数
株
主
保
護
の
問
題

も
生
じ
か
ね
な
い
。
長
期
的
観
点
か
ら
、
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
を
重
視
し
た
結
果
、
少
数
株
主
保
護
の
問
題
を
発
生
さ
せ
、
ス
テ
イ
ク
ホ

ル
ダ
ー
対
株
主
、
さ
ら
に
は
支
配
株
主
対
少
数
株
主
（
株
主
間
の
差
別
化
）
の
根
本
的
な
議
論
を
呼
び
起
こ
す
可
能
性
も
あ
る
。

第
二
に
、
具
体
的
な
実
践
例
と
し
て
、
①
本
来
内
部
告
発
は
事
後
的
で
あ
る
が
、
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
で
は
従
業
員
サ
イ
ド
の
危
機

発
生
に
関
す
る
事
前
予
防
機
能
に
位
置
付
け
、
経
営
陣
に
対
し
て
内
部
告
発
に
も
傾
聴
す
べ
き
と
す
る
。
事
前
予
防
機
能
で
あ
るR

ed 

F
lag

を
経
営
陣
自
身
の
規
律
づ
け
と
し
て
統
制
環
境
に
取
り
込
み
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
も
っ
と
も
、

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
九
二
二
条
の
内
部
告
発
機
能
が
弱
ま
る
リ
ス
ク
は
な
お
残
る
。
短
期
的
に
は
、R

ed F
lag

の
精
神
を
Ｅ
Ｒ
Ｍ
や

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
織
り
込
み
つ
つ
、
内
部
告
発
の
奨
励
は
維
持
す
る
と
い
う
好
循
環
体
制
の
構
築
を
い
か
に
図
る
か
が
経
営
課
題
と
な
ろ
う
。

上
か
ら
の
内
部
統
制
と
し
て
研
修
な
ど
でR

ed F
lag

と
し
て
の
過
去
の
告
発
事
案
に
よ
る
啓
蒙
を
図
る
ほ
ど
、
ジ
レ
ン
マ
・
循
環
論
法

は
残
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
告
発
対
象
の
不
正
自
体
が
長
期
的
に
逓
減
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
で
き
、
金
融
危
機
の
事
前
防
止
を
図
る

ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
趣
旨
は
究
極
的
に
は
達
成
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
過
程
で
ジ
レ
ン
マ
と
苦
闘
を
続
け
る
こ
と

こ
そ
、
経
営
ト
ッ
プ
に
求
め
ら
れ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
精
神
で
あ
ろ
う
。
②
報
酬
制
度
の
中
に
（
48
）

、R
ed F

lag

あ
る
い
は
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
遵
守
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
。
従
業
員
が
内
部
告
発
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
短
視
眼
的
な
報
償
と
す

れ
ば
、
長
期
的
視
点
か
ら
の
業
績
評
価
等
を
図
る
な
ど
従
業
員
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
制
度
設
計
を
行
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
長
期
雇
用

な
ど
の
日
本
的
経
営
の
再
評
価
に
も
繋
が
ろ
う
。
短
期
的
に
は
九
二
二
条
の
内
部
告
発
制
度
を
残
し
つ
つ
、
中
長
期
的
に
は
、
活
用
が
期

待
さ
れ
る
局
面
は
限
ら
れ
る
に
せ
よ
、R

ed F
lag

を
取
り
入
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
ベ
ー
ス
と
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
報
酬
体
系
の
構
築

六
四
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あ
る
い
は
従
業
員
研
修
等
に
よ
り
、
不
正
防
止
や
危
機
管
理
を
図
る
。
配
当
、
株
価
重
視
の
株
主
還
元
、
あ
る
い
はS

outhern P
eru

判
決
（
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
衡
平
法
裁
判
所
二
〇
一
一
年
一
〇
月
一
四
日
）
の
事
案
に
み
る
よ
う
な
少
数
支
配
株
主
の
利
益
に
基
づ
く
Ｍ
＆
Ａ
・
非

上
場
化
（going private

）、
少
数
株
主
締
め
出
し
（squeeze out

）
な
ど
形
式
的
株
主
価
値
に
比
重
を
置
く
経
営
で
な
く
、
真
の
企
業
価
値

向
上
を
図
る
経
営
を
指
向
す
る
き
っ
か
け
の
一
つ
と
も
な
ろ
う
。
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
の
反
面
、C

itiG
roup

判
決
な
ど
経
営
判
断
原
則
適

用
に
よ
る
経
営
者
に
有
利
な
揺
り
戻
し
と
も
と
れ
る
司
法
判
断
が
下
さ
れ
て
き
た
が
、
近
時
は
、
事
案
の
内
容
に
も
拠
ろ
う
が
、
硬
軟
の

交
錯
し
た
神
経
質
な
局
面
を
み
せ
、
格
付
け
機
関
敗
訴
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
裁
判
決
（
二
〇
一
二
年
）
な
ど
、
長
期
的
な
企
業
価
値

向
上
を
念
頭
に
置
い
た
司
法
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
。
英
国
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
（stew

ardship code

）
改
訂
（
二
〇
一
二

年
九
月
）
な
ど
、
議
決
権
行
使
で
な
く
機
関
投
資
家
に
よ
る
投
資
先
の
取
締
役
会
へ
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
強
化
も
本
格
化
し
つ
つ
あ
る
（
49
）

。

R
ed F

lag

対
処
義
務
の
議
論
は
、
こ
う
し
た
流
れ
か
ら
も
理
解
で
き
よ
う
か
。

第
三
に
、
監
査
役
の
機
能
と
し
て
適
法
性
の
他
に
経
営
の
妥
当
性
ま
で
業
務
監
査
権
限
の
中
に
含
む
か
に
関
し
て
は
否
定
的
な
見
解
も

多
い
が
、
消
極
的
妥
当
性
に
関
わ
る
監
査
は
監
査
役
も
担
え
る
と
の
見
解
も
あ
り
（
50
）

、R
ed F

lag

関
連
の
機
能
を
監
査
役
に
委
ね
る
機
関

設
計
も
想
定
で
き
よ
う
。
委
員
会
設
置
会
社
の
監
査
委
員
会
は
そ
も
そ
も
（
社
外
）
取
締
役
が
前
提
の
た
め
担
う
こ
と
に
問
題
な
い
。
ま

た
実
効
性
確
保
の
見
地
か
ら
は
代
表
権
を
賦
与
さ
れ
た
副
社
長
が
全
体
を
統
括
し
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
あ
る
い
は
営
業
部
長
に
対
す
る
牽
制
を
図
る

こ
と
も
望
ま
し
い
。
監
査
役
の
有
す
る
差
止
請
求
権
の
活
用
が
事
前
防
止
機
能
の
面
で
も
重
要
性
を
有
し
て
く
る
（
51
）

。

第
四
に
、
各
国
の
汚
職
行
為
防
止
法
は
強
制
力
の
意
味
合
い
か
ら
も
域
外
適
用
を
強
め
つ
つ
あ
り
、
海
外
進
出
企
業
と
し
て
は
、
グ

ロ
ー
バ
ル
内
部
統
制
を
整
え
る
必
要
が
あ
る
。R

ed F
lag

機
能
を
自
社
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
取
り
込
み
、
実
効
性
を
備
え
た
内
部
統
制
を

利
か
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
域
外
適
用
に
対
す
る
事
前
の
予
防
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

六
四
三
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R
ed F

lag

の
概
念
は
、
元
来
は
米
国
に
お
い
て
経
営
判
断
と
し
て
経
営
陣
の
免
責
を
検
討
す
る
場
合
の
法
令
遵
守
事
項
で
あ
り
、
裁

判
規
範
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
に
従
業
員
が
内
部
告
発
を
す
べ
き
規
準
と
し

て
組
み
込
む
場
合
のR

ed F
lag

は
、
自
ず
と
相
違
も
あ
ろ
う
。
即
ち
、R
ed F

lag

は
厳
格
な
性
質
を
有
す
る
も
の
と
し
て
一
般
化
・
定

式
化
が
図
ら
れ
る
一
方
で
、
具
体
的
な
内
部
告
発
を
想
定
し
た
個
々
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
制
定
に
お
い
て
は
、
各
企
業
に
お
け
る
独
自
・
柔
軟

性
を
持
つ
内
容
と
な
ろ
う
。
企
業
はR

ed F
lag

を
ミ
ニ
マ
ム
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
取
り
込
み
を
図
り
、
ま
た
経
営

陣
の
自
主
的
な
規
律
づ
け
の
嚆
矢
と
も
な
る
。

即
ち
、R

ed F
lag

は
経
営
陣
が
最
低
限
遵
守
す
べ
き
規
準
で
あ
り
、
事
後
的
に
戦
略
面
の
消
極
的
妥
当
性
に
関
わ
る
経
営
判
断
の
検

討
の
際
の
免
責
の
可
否
を
分
け
、
法
規
範
性
を
有
す
る
も
の
と
い
え
る
。
企
業
と
し
て
は
、
社
内
の
専
門
部
署
に
関
連
判
例
な
ど
の
調
査

を
さ
せ
、
従
業
員
が
内
部
告
発
す
べ
き
最
低
限
の
規
準
と
し
て
のR

ed F
lag

事
項
を
定
め
、
こ
れ
に
業
界
特
性
な
ど
を
盛
り
込
ん
で
具

体
的
な
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
充
実
を
図
る
。
域
外
適
用
の
事
前
の
抗
弁
と
し
て
内
部
統
制
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
内
包
す
る

場
合
、
過
去
の
裁
判
事
例
を
踏
ま
え
たR

ed F
lag

事
項
の
遵
守
に
よ
り
、
経
営
陣
に
お
い
て
は
事
後
的
な
抗
弁
と
し
て
機
能
す
る
こ
と

も
期
待
で
き
る
。

第
五
に
、
消
極
的
妥
当
性
と
内
部
統
制
に
関
し
て
、
①
経
営
陣
の
戦
略
的
意
思
決
定
面
は
、
内
部
統
制
の
対
象
で
な
く
、
経
営
判
断
原

則
の
適
用
局
面
で
あ
る
と
さ
れ
、
安
易
に
免
責
さ
れ
や
す
い
点
に
実
務
と
法
制
度
の
齟
齬
が
指
摘
さ
れ
る
（
52
）

。
戦
略
面
の
中
で
も
、
消
極
的

妥
当
性
に
か
か
る
部
分
に
つ
い
て
は
、R

ed F
lag

規
準
に
よ
り
経
営
陣
の
責
任
を
厳
し
く
問
う
べ
き
で
あ
り
、
実
際
も
企
業
社
会
で
は

経
営
陣
は
こ
う
し
た
局
面
で
は
退
陣
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
②
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
、
会
社
法
（
三
六
二
条
ほ
か
）
な
ら
び

に
規
則
（
一
〇
〇
条
ほ
か
）
で
は
「
損
失
の
危
険
の
管
理
」
と
規
定
さ
れ
、
内
部
統
制
整
備
に
よ
り
免
責
さ
れ
る
は
ず
の
と
こ
ろ
、
消
極

六
四
四
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一
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的
妥
当
性
の
部
分
と
し
て
、R

ed F
lag

規
準
に
反
し
た
場
合
は
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
融
合
部
分
に
お
け
る
義
務
違
反
と
し
て
、
経
営

陣
の
責
任
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
内
部
統
制
の
対
象
で
あ
っ
て
も
安
易
に
免
責
さ
れ
な
い
部
分
と
な
る
。
当
該
部
分
はR

ed F
lag

規
準
に
よ
り
厳
し
い
無
過
失
責
任
た
る
忠
実
義
務
と
し
て
別
異
に
扱
う
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
結
局
、
消
極
的
妥
当
性
の
判
断
対
象
に
関
し

て
は
、
①
、
②
の
二
つ
に
跨
が
っ
て
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。
③
ま
た
Ｅ
Ｒ
Ｍ
に
お
い
て
は
、
リ
ス
ク
テ
イ
ク
を
積
極
的

に
把
握
し
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
し
て
損
失
の
危
険
に
留
ま
ら
ず
、
積
極
的
妥
当
性
と
し
て
「
プ
ラ
ス
の
影
響
」
の
部
分
も
対
象
と

し
て
把
握
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
米
国
Ｅ
Ｒ
Ｍ
も
、
文
言
解
釈
は
必
ず
し
も
明
白
で
な
い
が
、
こ
の
方
向
で
広
義
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

英
国
で
二
〇
〇
二
年
導
入
さ
れ
た
Ｅ
Ｒ
Ｍ
（A

 N
ew
 R
isk M

anagem
ent S

tandard

）
は
、
対
象
リ
ス
ク
の
範
囲
をupside

とdow
nside

の
両
リ
ス
ク
と
し
、
対
処
す
る
リ
ス
ク
の
範
囲
を
損
失
も
利
益
も
発
生
す
る
リ
ス
ク
に
拡
大
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
英
国
企
業
の

Ｅ
Ｒ
Ｍ
と
我
が
国
の
内
部
統
制
は
相
違
が
あ
る
。
も
し
内
部
統
制
を
Ｅ
Ｒ
Ｍ
に
拡
大
し
な
い
考
え
方
に
拠
る
場
合
は
、
内
部
統
制
は
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
と
財
務
報
告
の
信
頼
性
と
い
う
側
面
を
中
心
と
し
た
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
管
理
の
手
段
と
解
す
る
こ
と
に
な

ろ
う
。
④
以
上
、
我
が
国
の
法
制
度
上
要
求
さ
れ
る
内
部
統
制
体
制
を
充
足
す
る
の
み
で
は
、
真
に
企
業
に
求
め
ら
れ
る
Ｅ
Ｒ
Ｍ
の
体
制

整
備
を
構
築
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。
我
が
国
の
法
制
度
上
の
内
部
統
制
自
体
に
内
在
す
る
限
界
部
分
で
も
あ
ろ
う
。
も
し
拡
大
し
て
積

極
的
妥
当
性
の
判
断
ま
で
も
包
含
さ
せ
る
場
合
、
帰
責
性
を
分
け
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
鼎
立
と
運
用
面
の
方
法
論
が
未
確
立
で
あ
る
こ
と
が

次
の
課
題
と
な
る
。
他
の
戦
略
を
採
れ
ば
明
ら
か
に
更
な
る
利
益
を
上
げ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
の
立
証
責
任
を
原
告
に
課
す
る

形
で
、
経
営
陣
の
無
問
責
の
推
定
規
定
を
置
き
、
妥
当
な
調
整
を
図
る
方
策
も
考
え
ら
れ
る
。R

ed F
lag

規
準
は
、
我
が
国
に
お
け
る

法
制
度
と
実
務
に
お
け
る
ズ
レ
の
調
整
・
解
消
、
さ
ら
に
は
経
営
陣
に
対
し
て
リ
ス
ク
経
営
の
事
前
予
防
、
自
己
規
律
づ
け
も
意
識
さ
せ

る
役
割
も
担
う
こ
と
に
な
る
。
統
制
環
境
さ
ら
に
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
併
せ
て
十
全
の
機
能
発
揮
が
求
め
ら
れ
る
。
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
コ
ン

六
四
五



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
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二
）

バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
が
唱
え
ら
れ
る
中
、
規
制
コ
ス
ト
な
ど
の
障
壁
軽
減
、
国
際
取
引
の
実
体
法
面
の
ル
ー
ル
統
一
化
の
観
点
か
ら
も
、
重
要

な
事
柄
と
な
ろ
う
。

（
1
） 

本
稿
は
、
二
〇
一
三
年
一
〇
月
一
二
│
一
三
日
に
開
催
さ
れ
た
日
本
私
法
学
会
第
七
七
回
全
国
大
会
（
於 

京
都
産
業
大
学
）
に
お
け
る
筆
者

の
個
別
研
究
報
告
「
米
国
金
融
改
革
法
を
中
心
と
す
る
国
際
金
融
法
制
の
展
開
と
日
本
へ
の
影
響
│
法
と
実
務
の
接
点
│
」
を
踏
ま
え
て
作
成
し
た

も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
国
際
取
引
に
お
け
る
不
正
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
関
し
、
Ｋ
Ｐ
Ｍ
Ｇ
高
岡
俊
文
「
国
際
商
取
引
に
お
け
る
不
正
の
特
徴
と

最
近
の
傾
向
〜
予
防
の
た
め
に
、
ま
ず
す
べ
き
こ
と
は
何
か
〜
」、
警
察
庁
犯
罪
収
益
移
転
防
止
管
理
官 

高
須
一
弘
「
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
の
施

行
状
況
│
年
次
報
告
書
（
平
成
二
三
年
）
か
ら
│
」、
情
報
処
理
推
進
機
構 

小
松
文
子
「
組
織
の
内
部
不
正
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定
の
試
み
」、
長
谷

川
俊
明
弁
護
士
・
斎
藤
憲
道
教
授
ほ
か
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
『
企
業
に
お
け
る
不
正
と
内
部
統
制
│
国
際
商
取
引
の
留
意
点
│
』
国
際
商
取

引
学
会
東
部
部
会
（
二
〇
一
二
年
七
月
二
一
日
）
参
照
。

（
2
） 

知
野
雅
彦
・
松
澤
公
貴
「
海
外
腐
敗
行
為
防
止
法
が
日
本
企
業
に
及
ぼ
す
影
響
等
に
つ
い
て
（
日
本
企
業
が
直
面
す
る
潜
在
的
リ
ス
ク
と
そ
の

対
応
策
）」K

P
M
G
 F
A
S
 N
ew
sletter V

ol.17
（2008/2

）
参
照
。
Ｋ
Ｐ
Ｍ
Ｇ
「O

verseas B
ribery and C

orruption S
urvey

」
二
〇
〇
七
年
。

経
済
産
業
省
知
的
財
産
政
策
室
「
平
成
二
三
年
度 
中
小
企
業
の
海
外
展
開
に
係
る
不
正
競
争
等
の
リ
ス
ク
へ
の
対
応
状
況
に
関
す
る
調
査
（
外
国

公
務
員
贈
賄
規
制
法
制
に
関
す
る
海
外
動
向
調
査
）」（
二
〇
一
二
年
三
月
）、「
同
報
告
書
」
日
本
能
率
協
会
総
合
研
究
所
（
二
〇
一
二
年
三
月
）
三

│
六
三
頁
。

（
3
） 

「
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
最
前
線
│
海
外
事
業
の
展
開
に
伴
う
新
た
な
リ
ス
ク
│
」
東
京
海
上
日
動
火
災
保
険
・
東
京
海
上
日
動
火
災
保
険
リ

ス
ク
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
二
〇
一
二
│
二
〇
。

（
4
） http://w

w
w
.justice.gov/crim

inal/fraud/fcpa/guide.pdf

（
5
） M

att T
. M
orley, B

rian F
. S
aulnier, L

uke T
. C
adigan

「F
C
P
A
 A
lert F

C
P
A

ガ
イ
ド
の
公
表
│
米
国
規
制
当
局
が
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
適
用

対
象
企
業
に
求
め
て
い
る
も
の
」K

&
L
 G
ates L

L
P

（
二
〇
一
三
年
二
月
一
四
日
）
参
照
。
経
済
産
業
省
「
外
国
公
務
員
贈
賄
防
止
指
針
」（
平

六
四
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新
た
な
国
際
汚
職
行
為
防
止
法
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
一
六
三
）

成
一
六
年
五
月
二
六
日
公
表
、
平
成
二
二
年
九
月
二
一
日
改
訂
）。

（
6
） 

国
際
取
引
に
関
し
代
理
人
（agents

）、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
（consultants

）
お
よ
び
デ
ィ
ス
ト
リ
ビ
ュ
ー
タ
ー
（distributers

）
等
の
第
三

者
を
活
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
外
国
公
務
員
贈
賄
行
為
を
行
わ
な
い
よ
う
要
請
す
る
こ
と
、
代
理
店
費
用
を
支
払
う
際
に
は
贈
賄
費
用
が
上
乗
せ

さ
れ
な
い
よ
う
注
意
す
る
。

（
7
） 

Ｍ
＆
Ａ
取
引
前
の
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
よ
り
発
見
さ
れ
な
け
れ
ば
買
収
完
了
後
も
対
象
会
社
に
お
い
て
不
適
切
な
行
為
が
続
き
、
対
象
企

業
の
責
任
が
買
主
に
承
継
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
8
） T

ransparency International

の
腐
敗
認
識
指
数
（C
orruption P

erception Index C
P
I

）
が
参
考
に
な
る
。

（
9
） 

倫
理
規
程
や
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
遵
守
規
程
が
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
含
め
た
従
業
員
全
員
に
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
遵
守
規
程
の
恒
常
的
な
遵
守
、

研
修
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
含
め
た
頻
繁
な
実
施
、
確
認
書
の
提
出
に
対
す
る
拒
絶
が
な
い
こ
と
、
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
た
め
の
Ｉ
Ｄ
Ｄ
を
全
て
の
エ
ー
ジ
ェ

ン
ト
に
実
施
す
る
こ
と
、
Ｉ
Ｄ
Ｄ
の
文
書
記
録
の
保
存
、
海
外
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
汚
職
防
止
条
項
を
含
む
契
約
の
締
結
、
外
国
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ

ル
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
対
し
て
異
常
な
ボ
ー
ナ
ス
の
支
払
い
は
な
い
こ
と
、
内
部
通
報
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
は
有
効
に
機
能
し
て
い
る
こ
と
、
対
象
会
社
の

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
効
果
は
あ
る
こ
と
、
定
期
的
な
分
析
実
施
（
異
常
な
取
引
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
財
務
分
析
、
海
外
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
や
販

売
業
者
へ
の
支
払
い
に
過
度
な
値
引
き
が
な
い
こ
と
、
研
修
費
や
交
際
費
等
の
関
連
経
費
勘
定
、
現
金
で
支
払
わ
れ
る
経
費
等
）。
会
計
記
録
に
問

題
は
な
い
こ
と
（
記
録
さ
れ
て
い
な
い
取
引
、
偽
造
も
し
く
は
不
完
全
な
証
憑
）。

（
10
） 

山
田
裕
樹
子
「
米
政
府
が
海
外
腐
敗
行
為
防
止
法
（
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
）
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
公
表
」
法
と
経
済
の
ジ
ャ
ー
ナ
ルA

sahi Judiciary 

（
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
二
日
）
参
照
。

（
11
） 

英
国S
erious F

raud O
ffi  ce

は
、B

ribery A
ct 2010 

に
お
い
て
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
メ
ン
ト
は
違
法
で
あ
る
こ
と
を
明
言
す
る
。

経
済
産
業
省
は
外
国
公
務
員
贈
賄
防
止
指
針
で
少
額
のF

acilitation P
aym
ents

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
不
正
競
争
防
止
法
上
の
処
罰
を

免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
二
〇
〇
九
年
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
も
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
メ
ン
ト
を
禁
止
な
い
し
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
こ
と
を

国
は
企
業
に
奨
励
す
べ
き
旨
の
勧
告
を
発
出
し
て
い
る
。

（
12
） http://w

w
w
.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents

六
四
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（
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一
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四
）

（
13
） O

’M
elvency&

M
yers L

L
P

「
英
国
、
二
〇
一
〇
年
贈
収
賄
禁
止
法
の
指
針
公
表
」（
二
〇
一
一
年
五
月
九
日
）。“T

H
E
 B
R
IB
E
R
Y
 A
C
T
 

2010 G
uidance about procedures w

hich relevant com
m
ercial organisations can put into place to prevent persons associated 

w
ith them

 from
 bribing 

（section 9 of the B
ribery A

ct 2010

）’’. M
inistry of Justice,M

arch 2011. 

（
14
） S

iem
ens

独
（
二
〇
〇
八
）
八
億
ド
ル
、K

B
R
/H
alliburton

米
国
（
二
〇
〇
九
）
五
億
七
九
〇
〇
万
ド
ル
、B

A
E
 S
ystem

s

英
国

（
二
〇
一
〇
）
四
億
ド
ル
、E

N
I/S
nam
progetti

伊
／
蘭
（
二
〇
一
〇
）
三
億
六
五
〇
〇
万
ド
ル
、T

echnip

仏
（
二
〇
一
〇
）
三
億
三
八
〇
〇
万

ド
ル
、
日
揮
株
式
会
社
日
本
（
二
〇
一
一
）
二
億
一
八
八
〇
万
ド
ル
、D

aim
ler

独
（
二
〇
一
〇
）
一
億
八
五
〇
〇
万
ド
ル
な
ど
。

（
15
） 

米
国
司
法
省
は
現
在
一
二
〇
件
の
調
査
中
の
事
案
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
16
） 

米
国
司
法
省
プ
レ
ス
リ
リ
ー
スS

iem
ens and T

hree S
ubsidiaries P

lead G
uilty to F

oreign C
orrupt P

ractices A
ct V

iolations

（http://w
w
w
.usdoj.gov/usao/dc/P

ress_R
eleases/2008%

20A
rchives/D

ecem
ber/08-1105.pdf

）、
ダ
ニ
エ
ル
・
マ
ル
ゴ
リ
ス
、
ジ
ェ
ー

ム
ズ
・
ウ
ィ
ー
ト
ン
、
奈
良
房
永
「
日
本
企
業
等
がF

oreign C
orrupt P

ractices A
ct

（
米
国
海
外
不
正
行
為
防
止
法
）
の
対
象
と
な
る
可
能

性
」A

 P
U
B
L
IC
A
T
IO
N
 O
F
 P
IL
L
S
B
U
R
Y

’S
 JA
P
A
N
 P
R
A
C
T
IC
E
 T
E
A
M
 M
ay 12, 2009

、P
illsbury W

inthrop S
haw
 P
ittm
an 

L
L
P

。

（
17
） 

二
〇
〇
六
年
一
〇
月
一
二
日
Ｄ
Ｏ
Ｊ
プ
レ
ス
リ
リ
ー
スU

.S
. R
esolves P

robe A
gainst O

il C
om
pany T

hat B
ribed Iranian O

ffi  cial

、

http://w
w
w
.usdoj.gov/usao/nys/pressreleases/O

ctober06/statoildeferredprosecutionagreem
entpr.pdf

（
18
） S

E
C
 vs. W

illbros G
roup, Inc., et al. 

（S
.D
. T
exas

）（
二
〇
〇
八
年
五
月
一
五
日
）
に
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
提
出
し
た
訴
状
参
照
。

http://w
w
w
.sec.gov/litigation/com

plaints/2008/com
p20571.pdf

（
19
） 

米
国
司
法
省
事
件N

o.11-C
R
-260

。
同
社
は
ケ
ロ
ッ
グ
・
ブ
ラ
ウ
ン
＆
ル
ー
ト
社
（
Ｋ
Ｂ
Ｒ
）、
テ
ク
ニ
ッ
プ
Ｓ
Ａ
、
ス
ナ
プ
ロ
ム
ゲ
テ
ィ
社

と
共
に
Ｔ
Ｓ
Ｋ
Ｊ
（
Ｊ
Ｖ
企
業
）
を
一
九
九
一
年
に
設
立
し
、
受
注
の
便
宜
供
与
を
目
的
に
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
政
府
に
総
額
一
億
八
二
〇
〇
万
ド
ル
を

贈
賄
し
た
と
し
て
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
違
反
の
疑
い
で
テ
キ
サ
ス
州
連
邦
地
裁
に
四
社
が
提
訴
さ
れ
た
。
前
掲
・
経
済
産
業
省
知
的
財
産
政
策
室
「
平
成
二
三

年
度 

中
小
企
業
の
海
外
展
開
に
係
る
不
正
競
争
等
の
リ
ス
ク
へ
の
対
応
状
況
に
関
す
る
調
査
（
外
国
公
務
員
贈
賄
規
制
法
制
に
関
す
る
海
外
動
向

調
査
）」（
二
〇
一
二
年
三
月
）
三
八
│
四
四
頁
。

六
四
八



新
た
な
国
際
汚
職
行
為
防
止
法
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
一
六
五
）

（
20
） 

米
国
司
法
省
事
件N

o.12-C
R
-022

。
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
政
府
高
官
の
賄
賂
事
件
に
関
連
し
、
丸
紅
株
式
会
社
はS

ervice A
greem

ent

（
業
務

委
託
契
約
）
を
締
結
し
て
Ｔ
Ｓ
Ｋ
Ｊ
の
受
注
活
動
に
協
力
し
、
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
で
Ｔ
Ｓ
Ｋ
Ｊ
の
契
約
お
よ
び
報
酬
に
つ
い
て
協
議
し
た
と
さ
れ
、
米

国
の
領
土
内
で
（
賄
賂
の
）
支
払
い
を
促
す
あ
ら
ゆ
る
行
為
と
い
う
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
違
反
要
件
を
満
た
す
。
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
は
米
国
人
が
米
国
外
で
腐
敗
行

為
を
行
う
こ
と
を
禁
止
す
る
が
、
非
米
国
企
業
が
米
国
証
券
の
発
行
者
で
あ
っ
て
も
贈
賄
禁
止
条
項
に
基
づ
く
責
任
を
負
う
の
は
州
際
通
商
に
用
い

る
手
段
（
米
国
国
内
と
Ｅ
メ
ー
ル
受
送
信
な
ど
）
を
使
っ
た
場
合
の
み
で
あ
る
。
米
国
証
券
発
行
者
で
な
い
非
米
国
企
業
が
責
任
を
負
う
の
は
米
国

領
土
内
で
何
ら
か
の
行
為
を
行
っ
た
場
合
に
限
ら
れ
る
。
米
国
に
関
連
し
て
行
っ
た
と
さ
れ
る
行
為
に
は
共
謀
に
関
与
し
た
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
の

S
tanley

氏
（
Ｋ
Ｂ
Ｒ
運
営
委
員
会
）
に
Ｆ
Ａ
Ｘ
を
送
っ
た
こ
と
も
含
ま
れ
、
国
籍
を
問
わ
ず
い
か
な
る
者
の
行
為
に
も
適
用
さ
れ
る
（
発
行
者
以

外
の
）
人
と
い
う
条
項
の
直
接
違
反
で
な
く
国
内
企
業
等
に
関
す
る
条
項
に
関
し
て
共
謀
お
よ
び
幇
助
の
罪
に
問
わ
れ
た
理
由
は
定
か
で
は
な
い
。

モ
リ
ソ
ン
・
フ
ォ
ス
タ
ー
外
国
法
律
事
務
弁
護
士
事
務
所
資
料
。

（
21
） 

米
国
司
法
省
事
件N

o.11-C
R
-651

。
同
社
は
二
〇
〇
八
年
二
月
外
国
公
務
員
に
対
す
る
不
正
な
支
払
い
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
旨
を
発
表

し
、
マ
リ
ン
ホ
ー
ス
事
業
か
ら
の
撤
退
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
教
育
の
徹
底
、
不
正
防
止
の
仕
組
み
強
化
、
全
社
的
な
組
織
変
更
と
内
部
統
制
体
制

の
強
化
と
化
工
品
海
外
部
廃
止
な
ど
の
方
針
を
表
明
し
た
。
長
縄
友
明
「
マ
リ
ン
ホ
ー
ス
の
入
札
談
合
ケ
ー
ス 

日
米
欧
＋
英
の
競
争
法
当
局
が
同

時
調
査
」
大
阪
経
大
論
集
第
六
〇
巻
第
一
号
（
二
〇
〇
九
年
五
月
）
一
七
九
│
一
八
八
頁
、
梅
田
徹
『
外
国
公
務
員
贈
賄
防
止
体
制
の
研
究
』
麗
澤

大
学
出
版
会
（
二
〇
一
一
年
）
一
一
四
│
一
七
〇
頁
。

（
22
） 

日
本
企
業
の
従
業
員
の
特
徴
と
し
て
、
会
社
同
士
の
緊
密
な
関
係
を
念
頭
に
相
手
企
業
の
内
情
を
調
査
し
な
い
面
が
あ
る
。「
外
国
公
務
員
贈

賄
防
止
に
つ
い
て
」
経
済
産
業
省
知
的
財
産
政
策
室
（
平
成
二
五
年
三
月
版
）。

（
23
） http://w
w
w
.sfo.gov.uk/bribery--corruption/w

here-should-i-report-corruption.aspx

（
24
） 

松
嶋
隆
弘
「
北
海
道
拓
殖
銀
行
栄
木
不
動
産
事
件
（
最
判
平
成
二
〇
年
一
月
二
八
日
判
タ
一
二
六
二
号
六
三
頁
）
／
北
海
道
拓
殖
銀
行
カ
ブ
ト

デ
コ
ム
事
件
（
最
判
平
成
二
〇
年
一
月
二
八
日
判
タ
一
二
六
二
号
六
九
頁
）」
平
成
二
〇
年
主
要
民
事
判
例
解
説
（
別
冊
判
例
タ
イ
ム
ズ
二
五
号
）

一
六
〇
│
一
六
一
頁
。

（
25
） 

札
幌
高
判
平
一
八
年
八
月
三
一
日
判
タ
一
二
二
九
号
一
一
六
頁
（
ソ
フ
ィ
ア
事
件
）
評
釈
に
大
久
保
拓
也
・
税
務
事
例
三
九
巻
一
二
号
六
二
頁
。

六
四
九



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
一
六
六
）

（
26
） 

私
見
で
あ
る
が
、R

ed F
lag

と
の
接
点
と
な
ろ
う
か
。

（
27
） 

北
島
純
『
外
国
公
務
員
贈
賄
罪 

立
法
の
経
緯
か
ら
実
務
対
応
ま
で
』
中
央
経
済
社
（
二
〇
一
一
年
）
三
二
九
│
三
五
〇
頁
参
照
。
非
常
勤
の

外
国
公
務
員
へ
の
賄
賂
供
与
が
不
正
競
争
防
止
法
一
八
条
一
項
に
違
反
し
な
い
と
誤
認
し
た
場
合
、
違
法
性
の
意
識
不
要
説
か
ら
は
外
国
公
務
員
贈

賄
罪
が
成
立
し
て
責
任
軽
減
が
あ
り
得
る
だ
け
と
な
る
。
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
必
要
説
か
ら
は
、
違
法
性
の
意
識
を
欠
い
た
こ
と
に
相
当
の
理

由
が
あ
れ
ば
責
任
故
意
を
阻
却
す
る
が
、
公
的
見
解
で
あ
る
所
管
官
庁
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
信
頼
し
て
も
直
ち
に
相
当
の
理
由
が
あ
る
こ
と
に
な
ら

な
い
。
東
京
高
判
昭
和
五
五
年
九
月
二
六
非
高
集
三
三
巻
五
号
三
五
九
頁
（
石
油
カ
ル
テ
ル
生
産
調
整
事
件
）。

（
28
） 

大
田
和
範
「﹇
特
集
﹈
海
外
汚
職
行
為
に
関
す
る
実
態
調
査 

海
外
腐
敗
行
為
防
止
法
（
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
）・
英
国
贈
収
賄
防
止
法
（U

K
 B
ribery 

A
ct 2010

）
の
影
響
の
考
察 
第
一
回
海
外
汚
職
防
止
規
制
の
動
向
」、
高
木
謙
太
「
同 

第
二
回
汚
職
防
止
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
構

築
の
ヒ
ン
ト
」『A

nti-corruption practices survey 2011

』（D
eloitte F

inancial A
dvisory S

ervices

）。
木
目
田
裕
・
吉
本
祐
介
「
米
国

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
踏
ま
え
た
日
本
企
業
の
実
務
上
の
対
応
」
商
事
法
務N

o.1989

（
二
〇
一
三
年
二
月
五
日
）。

（
29
） U

K
 B
ribery A

ct to com
e into force on 1 July 2011, M

inistry of Justice releases guidance on the application of the U
K
 

B
ribery A

ct, by K
evin R

oberts and K
eily B

eirne.

モ
リ
ソ
ン
・
フ
ォ
ス
タ
ー
外
国
法
事
務
弁
護
士
事
務
所
「
二
〇
一
一
年
七
月
一
日
施
行
予

定
の
英
国
贈
収
賄
法
│
英
国
法
務
省
が
英
国
贈
収
賄
法
の
適
用
に
関
す
る
指
針
を
発
表
│
」（
二
〇
一
一
年
四
月
一
五
日
）。

（
30
） 

証
券
市
場
の
不
公
正
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
関
連
規
制
も
Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
と
同
様
で
あ
ろ
う
。

（
31
） 

拙
稿
「
国
際
取
引
に
お
け
る
域
外
適
用
ル
ー
ル
統
一
化
な
ら
び
に
秩
序
形
成
に
向
け
て
」
日
本
法
学
第
七
九
巻
第
一
号
（
二
〇
一
三
年
六
月
）

三
六
│
四
一
頁
。
国
際
礼
譲
の
考
え
の
下
で
、
国
際
取
引
法
と
独
禁
法
の
全
般
的
な
域
外
適
用
ル
ー
ル
の
試
論
、
英
国
贈
収
賄
法
な
ら
び
に

Ｆ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
域
外
適
用
の
統
一
ル
ー
ル
に
つ
い
て
一
定
の
私
見
を
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
32
） IN
 T
H
E
 C
O
U
R
T
 O
F
 C
H
A
N
C
E
R
Y
 O
F
 T
H
E
 S
T
A
T
E
 O
F
 D
E
L
A
W
A
R
E
, IN
 R
E
 C
IT
IG
R
O
U
P
 IN
C
. S
H
A
R
E
H
O
L
D
E
R
 

D
E
R
IV
A
T
IV
E
 L
IT
IG
A
T
IO
N
 C
ivil A

ction N
0.3338-C

C
.

南
健
悟
「
リ
ス
ク
管
理
と
取
締
役
の
責
任:

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
Ａ
Ｉ
Ｇ
事
件
と

C
itigroup

事
件
の
比
較
」
商
学
討
究
六
一
（
二
／
三
）（
二
〇
一
〇
）
二
〇
九
│
二
三
七
頁
参
照
。

（
33
） 

近
藤
光
男
『
経
営
判
断
と
取
締
役
の
責
任
』
中
央
経
済
社
（
一
九
九
四
年
）
一
二
二
│
一
二
六
頁
。

六
五
〇



新
た
な
国
際
汚
職
行
為
防
止
法
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
一
六
七
）

（
34
） 

金
融
危
機
（
二
〇
〇
八
年
九
月
）
前
に
原
告
がC

itigroup

に
提
出
し
た
八
つ
のR

ed F
lag

の
う
ち
、
私
見
で
あ
る
が
、
二
つ
目
のR

ed 

F
lag

（
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
を
扱
う
業
界
有
力
企
業A

m
eriquest M

ortgage

の
小
売
店
二
二
九
店
舗
が
潰
れ
か
け
従
業
員
三
八
〇
〇
人
の
給

料
に
不
払
い
が
生
じ
た
こ
と
）
な
ど
は
当
該
事
件
限
り
の
色
彩
も
あ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
米
国
で
は
郵
便
・
通
信
詐
欺
罪
が
存
在
す
る
な
ど
新
聞
記

事
が
重
要
な
情
報
源
と
な
る
こ
と
に
つ
き
、
上
村
達
男
「
株
式
会
社
制
度
│
資
本
市
場
の
論
理
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
論
理
」
早
稻
田
大
学
フ
ァ
イ
ナ

ン
ス
研
究
科
（
二
〇
一
三
年
七
月
一
三
日
）。

（
35
） 

南
健
悟
「
リ
ス
ク
管
理
と
取
締
役
の
責
任
：
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
Ａ
Ｉ
Ｇ
事
件
とC

itigroup

事
件
の
比
較
」
商
学
討
究
六
一
（
二
／
三
）

（
二
〇
一
〇
）
二
〇
九
│
二
三
七
頁
、
同
「
企
業
不
祥
事
と
取
締
役
の
民
事
責
任
（
五
・
完
）
│
法
令
遵
守
体
制
構
築
義
務
を
中
心
に
│
」
北
大
法

学
論
集
六
二
（
四
）（
二
〇
一
一
年
）
七
四
七
│
八
一
一
頁
参
照
。
松
浦
肇
「
足
踏
み
す
る
ア
メ
リ
カ
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
「
経
営

判
断
原
則
」
は
盤
石
、
取
締
役
天
国
は
変
わ
ら
ず
」
金
融
財
政
事
情
（
二
〇
一
〇
年
一
一
月
八
日
）。

（
36
） 

大
阪
高
裁
平
成
一
八
年
六
月
九
日
第
四
民
事
部
判
決
、
判
タ
一
二
一
四
号
一
一
五
頁
。

（
37
） 

南
健
悟
・
前
掲
（
二
〇
一
〇
）
二
二
二
│
二
二
三
頁
。

（
38
） 

「
米
シ
テ
ィ
、
Ｍ
Ｂ
Ｓ
販
売
め
ぐ
り
フ
ァ
ニ
ー
メ
イ
に
約
九
・
七
億
ド
ル
支
払
い
へ
」（
二
〇
一
三
年
七
月
二
日
）

http://jp.reuters.com
/article/businessN

ew
s/idJP

T
JE
96001S

20130701

、「
米
Ｓ
＆
Ｐ
が
敗
訴
、
判
断
誤
ら
せ
た
と
認
定
│
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
連
邦
裁
」（
二
〇
一
二
年
一
一
月
五
日
）http://w

w
w
.bloom

berg.co.jp/new
s/123-M

C
Z
N
W
96K
510101.htm

l

（
39
） 

神
田
秀
樹
「
い
わ
ゆ
る
受
託
者
責
任
に
つ
い
て
：
金
融
サ
ー
ビ
ス
法
へ
の
構
想
」
財
務
省
財
務
総
合
政
策
研
究
所
「
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
レ

ビ
ュ
ー
」（M

arch 2001

）
九
八
│
一
一
〇
頁
。

（
40
） 

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
連
邦
地
方
裁
判
所
は
二
〇
一
二
年
九
月
二
〇
日
罰
金
五
〇
〇
百
万
ド
ル
の
支
払
い
を
命
じ
る
判
決
を
下
し
た
。
私
見
で
あ

る
が
、
国
際
カ
ル
テ
ル
行
為
自
体
を
違
法
と
す
る
も
の
で
効
果
主
義
の
考
え
方
以
前
の
レ
ベ
ル
の
議
論
の
様
相
を
呈
す
る
が
、
独
禁
法
に
お
け
る
域

外
適
用
問
題
の
ぶ
り
返
し
が
み
ら
れ
る
裏
に
は
、
国
際
取
引
の
活
発
化
と
共
に
、
従
前
は
国
力
を
背
景
に
域
外
適
用
を
推
し
進
め
て
き
た
米
国
の
地

位
の
相
対
的
低
下
も
あ
ろ
う
か
。
新
た
な
問
題
が
生
じ
た
場
合
、
刑
事
法
的
色
彩
も
強
く
、
独
禁
法
に
お
け
る
域
外
適
用
に
関
す
る
蓄
積
と
し
て
国

際
カ
ル
テ
ル
に
係
わ
る
日
本
製
紙
事
件
（
一
九
九
九
年
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
連
邦
地
裁
）
等
に
お
け
る
判
断
枠
組
み
が
参
照
さ
れ
よ
う
。

六
五
一



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
一
六
八
）

（
41
） S

U
P
R
E
M
E
 C
O
U
R
T
 O
F
 T
H
E
 S
T
A
T
E
 O
F
 N
E
W
 Y
O
R
K
 C
O
U
N
T
Y
 O
F
 N
E
W
 Y
O
R
K
: P
A
R
T
 54, IN

 R
E
 B
E
A
R
 

S
T
E
A
R
N
S
 L
IT
IG
A
T
IO
N
, idex N

o.:600780/08.
（
42
） IN

 T
H
E
 C
O
U
R
T
 O
F
 C
H
A
N
C
E
R
Y
 O
F
 T
H
E
 S
T
A
T
E
 O
F
 D
E
L
A
W
A
R
E
, IN
 R
E
 T
H
E
 D
O
W
 C
H
E
M
IC
A
L
 C
O
M
P
A
N
Y
 

D
E
R
IV
A
T
IV
E
 L
IT
IG
A
T
IO
N
,C
O
N
S
O
L
ID
A
T
E
D
 C
ivil A

ction N
0.4349-C

C
.

（
43
） 

鈴
木
裕
「P

R
O
X
Y
 A
C
C
E
S
S

」
大
和
総
研
グ
ル
ー
プ
リ
サ
ー
チ
（
二
〇
一
二
年
一
一
月
三
〇
日
）

http://w
w
w
.dir.co.jp/research/report/esg/keyw

ord/141_proxy_access.htm
l

（
44
） F

inal R
ule: F

acilitating S
hareholder D

irector N
om
inations

（
45
） 

“S
E
C

’s S
chapiro: W

on’t revisit proxy access rule soon”

ロ
イ
タ
ー
（
二
〇
一
二
年
四
月
二
五
日
）。

（
46
） B

usiness R
oundtable v. S

E
C
 647 F

. 3d 1144

（D
C
 C
ir. 2011

）.

黒
沼
悦
郎
「
株
主
の
選
挙
提
案
を
認
め
る
Ｓ
Ｅ
Ｃ
規
則
の
無
効
化
」

商
事
法
務
一
九
七
四
号
五
五
│
五
九
頁
（
二
〇
一
二
）、
同
「B

usiness R
oundtable v. S

E
C
 ⑴
, ⑵

」
参
照
。
司
法
判
断
に
つ
い
て
詳
し
い
。

神
戸
大
学
商
事
法
研
究
会
報
告
、http://blogs.yahoo.co.jp/m

ousikos1960/37001161.htm
l

（
47
） 

従
来
の
流
れ
は
、
①
取
締
役
の
経
営
判
断
の
過
失
、
損
害
請
求
、
②
株
主
の
訴
え
に
よ
りR

ed F
lag

提
示
、
③
裁
判
所
は
こ
れ
を
認
め
な

か
っ
た
。
今
後
は
、
①
取
締
役
の
経
営
判
断
の
過
失
、
損
害
請
求
、
②
株
主
の
訴
え
に
よ
り
消
極
的
戦
略
面
で
は
無
過
失
責
任
で
もR

ed F
lag

で

責
任
追
及
、
③
損
害
賠
償
請
求
・
取
締
役
解
任
、
④
裁
判
所
容
認
、
⑤
プ
ロ
ク
シ
・
ア
ク
セ
ス
に
よ
り
新
取
締
役
決
定
、
⑥
取
締
役
会
の
報
酬
決
定
、

⑦
セ
イ
オ
ン
ペ
イ
の
事
後
評
価
の
順
序
と
な
ろ
う
。

（
48
） 

英
国
の
報
酬
規
制
の
展
望
に
つ
い
て
、
大
久
保
拓
也
「
イ
ギ
リ
ス
二
〇
〇
六
年
会
社
法
に
お
け
る
取
締
役
の
報
酬
規
制
」
石
山
卓
磨
先
生
＝
上

村
達
男
先
生
還
暦
記
念
『
比
較
企
業
法
の
現
在
』（
成
文
堂
）
三
七
│
五
二
頁
。

（
49
） 

神
山
哲
也
「
機
関
投
資
家
に
よ
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
を
志
向
す
る
英
国
」
資
本
市
場
ク
ォ
ー
タ
リ
ー
二
〇
一
三
年
夏
号
、
金

融
庁
「
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
関
す
る
有
識
者
検
討
会
」（
二
〇
一
三
年
八
月
六
日
）。

（
50
） 

末
永
敏
和
教
授
・
弁
護
士
ほ
か
の
見
解
。
末
永
敏
和
・
吉
本
健
一
『
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
読
み
方
・
考
え
方
』
中
央
経
済
社

（
二
〇
〇
二
年
）
一
三
七
頁
以
下
な
ど
。
二
〇
一
三
年
一
一
月
二
九
日
会
社
法
改
正
法
案
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
第
一
八
五
回
国
会
に
提
出
さ
れ
た
。

六
五
二



新
た
な
国
際
汚
職
行
為
防
止
法
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
一
六
九
）

監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
関
す
る
独
任
制
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
等
の
考
察
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
を
中
心
と
す

る
国
際
金
融
法
制
の
展
開
と
影
響
に
関
わ
る
考
察
│
規
制
強
化
の
ジ
レ
ン
マ
な
ら
び
に
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
域
外
適

用
な
ど
│
」
法
学
紀
要
第
五
五
巻
（
二
〇
一
三
年
）
参
照
。
監
査
等
委
員
は
、
委
員
会
設
置
会
社
の
監
査
委
員
と
同
様
の
権
限
を
有
す
る
た
め

（
三
九
九
条
の
三
│
三
九
九
条
の
七
）、
消
極
的
妥
当
性
に
関
わ
る
業
務
監
査
権
限
は
有
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
本
文
で
述
べ
た
議
論
が
当
て
は
ま

る
こ
と
と
な
り
、R

ed F
lag

関
連
の
機
能
を
担
う
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

（
51
） 

松
嶋
隆
弘
「
商
法
上
の
差
止
仮
処
分
の
「
実
効
性
」
に
つ
い
て
（
一
）
〜
（
三
・
完
）」
日
本
法
学
六
二
巻
三
号
（
一
九
九
六
年
）
五
一
三
│

五
三
五
頁
、
六
三
巻
二
号
（
一
九
九
七
年
）
二
七
七
│
三
〇
一
頁
、
六
四
巻
一
号
（
一
九
九
八
年
）
一
一
九
│
一
四
二
頁
。
日
本
大
学
松
嶋
隆
弘
教

授
・
弁
護
士
は
、
い
ち
早
く
、
会
社
法
全
般
の
観
点
か
ら
差
止
請
求
権
に
論
及
・
詳
説
さ
れ
て
い
る
。
齋
藤
憲
道
「
消
費
者
法
制
の
動
向
と
リ
ス

ク
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
│
安
全
問
題
を
中
心
に
│
」
日
本
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
特
別
講
義
（
二
〇
一
二
年
七
月
一
三
日
）。
前
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
法

務
部
長
と
し
て
の
実
務
に
基
づ
く
見
解
と
し
て
、
監
査
役
機
能
に
つ
き
違
法
行
為
差
止
請
求
権
行
使
こ
そ
実
効
性
あ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
構
築
に
重
要
と

す
る
。

（
52
） 

リ
ス
ク
管
理
・
内
部
統
制
に
関
す
る
研
究
会
（
経
済
産
業
省
）『
リ
ス
ク
新
時
代
の
内
部
統
制
〜
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
一
体
と
な
っ
て
機

能
す
る
内
部
統
制
の
指
針
』（
二
〇
〇
三
年
六
月
）。
眞
崎
達
二
郎
・
小
澤
徹
夫
ほ
か
「
新
た
な
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
流
れ
│
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・

ガ
バ
ナ
ン
ス
、
内
部
統
制
と
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
Ｅ
Ｒ
Ｍ
、
と
の
関
係
の
整
理
│
」
日
本
ナ
レ
ッ
ジ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
会
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
研
究
部
会
（
二
〇
〇
七
年
六
月
二
〇
日
）
参
照
。

﹇
本
稿
は
、
財
団
法
人
民
事
紛
争
処
理
基
金
の
研
究
助
成
金
を
利
用
し
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
﹈

六
五
三




